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建設水道委員会記録 
   

○開催日時 

平成２９年９月２６日 午前９時５９分～午後３時１６分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人）

   委 員 長  福 元 光 一 

   副委員長  森 永 靖 子 

委  員  大田黒   博 

委  員  宮 里 兼 実 

委  員  川 添 公 貴 

委  員  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員

   議  員  石野田   浩 議  員  橋 口   芳 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   監 査 委 員  矢 野 信 之 

────────────────── 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 政 策 課 長  須 田 徳 二 

   建 設 整 備 課 長  吉 川 正 紀 

   建 設 維 持 課 長  内 田 俊 彦 

   都 市 計 画 課 長  伊 東 理 博 

   区 画 整 理 課 長  川 畑   稔 

   入来区画整理推進室長  引 地 明 吉 

   建 築 住 宅 課 長   福 島 和 朗 

課 長 代 理  江 口 盛 幸 

────────────────── 

水 道 局 長  新 屋 義 文 

水 道 管 理 課 長  草 留 隆 志 

水 道 工 務 課 長  四 元 新 一 

下 水 道 課 長  徳 重 勝 美 

 主幹兼管理グループ長  野 元 正 文 

────────────────── 

総 務 部 長  田 代 健 一 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

  事 務 局 長  田 上 正 洋 議事グループ員  藤 井 朋 子 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審  査  事  件  等 所  管  課 

議案第１１８号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算） 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決

算） 

議案第１３１号 剰余金処分及び決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市水道事業剰余金処

分及び平成２８年度薩摩川内市水道事業会計決算） 

議案第１１７号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

水 道 管 理 課 

水 道 工 務 課 

議案第１２０号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算） 

議案第１２１号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算） 

議案第１２２号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算） 

議案第１２３号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計歳入歳出決

算） 

議案第１１７号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

下 水 道 課 

議案第１１７号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 建 設 政 策 課 

建 設 整 備 課 

建 設 維 持 課 

都 市 計 画 課 

議案第１２４号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特

別会計歳入歳出決算） 

議案第１２５号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特

別会計歳入歳出決算） 

議案第１１７号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

区 画 整 理 課 

議案第１２６号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業

特別会計歳入歳出決算） 

議案第１１７号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

入来区画整理推進室 

議案第１１７号 決算の認定について（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 建 築 住 宅 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（福元光一）ただいまから建設水道委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思います。 

 また、本日は、おおむね建設維持課まで審査を

進めることにしたいと思いますが、進捗状況によ

っては、残りの課所の審査を進めたいと思います。 

 ついては、そのように審査を進めることで御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで、本日からの審査に当たって、留意事項

を申し上げます。 

 まず、本日からの委員会は、決算認定議案のみ

の審査を行い、所管事務調査を行いませんので、

質疑をされる場合は、決算に関連したものとなる

よう御留意ください。 

 また、決算認定議案については、各課の審査の

冒頭に部局長から決算の概要として、主要施策の

成果の概要説明を受けた後、課長等から決算内容

の説明を受けることとしておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて、申し上げま

す。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可します。 

────────────── 

△水道管理課・水道工務課の審査 

○委員長（福元光一）それでは、水道管理課及

び水道工務課の審査に入ります。 

 まず、水道管理課・水道工務課関係の決算の概

要について、局長の説明を求めます。 

○水道局長（新屋義文）それでは、水道管理課

及び水道工務課の決算の概要について、御説明い

たしますので、決算附属書の１７５ページをお開

きください。 

 まず、一般会計についてでございますが、簡易

水道事業など、記載の３事業に繰出金を支出いた

しました。 

 次に、１７６ページでございますが、旧工業用

水道事業の維持管理に係る支出をいたしたところ

でございます。 

 次に、１７７ページでございますが、簡易水道

事業特別会計について、御説明いたします。 

 平成２８年度から、本土地域の簡易水道を水道

事業に統合したことから、左下の文章部分でござ

いますが、平成２８年度は、上甑島と下甑島の二

つの簡易水道事業につきまして、適正な維持管理

を行いながら、里地区の遠方監視設備整備事業及

び鹿島町藺牟田地区における基幹改良事業等を実

施するとともに、上甑町平良地区において、トン

ネル湧水を利用した水源開発整備事業を実施し、

安全で安心な飲料水の安定供給に努めました。 

 次に、１７８ページでございます。 

 温泉給湯事業特別会計では、樋脇、入来及び祁

答院地域の分湯施設の適正な維持管理に努めると

ともに、市営公衆浴場のうち、樋脇地域の下之湯

公衆浴場など四つの公衆浴場につきましては、平

成２８年度から地元企業への無償譲渡、または無

償貸付を行い、民間活力による経営とさせていた

だいたほか、入来温泉湯之山館につきましては、

直営による運営を行い、多くの入浴者に利用され

ているところでございます。 

 次に、水道事業の概要について、説明いたしま

すので、別冊となっております平成２８年度薩摩

川内市水道事業会計決算書を御準備いただき、そ

の１０ページをお開きください。 

 平成２８年度の事業報告でございますが、１の

概況の（１）総括事項のうち、イの業務量の項で

すが、平成２８年度末における給水件数は４万 

２,０５２件で、前年度比５,６４９件の増、また、

給水人口は８万８ ,８９２人で、前年度比    

９,７７７人の増となりました。 

 なお、総有収水量は９２９万９,９９８立方メー

トルで、前年度比１６.７２ポイント増加、有収率

は９０.２％となり、１.２ポイント減少いたしま

した。 

 次に、ロの建設改良事業につきましては、料金

改定時に策定しました水道施設事業計画に基づき、

主に配水管布設替工事等を実施し、６億５,８９１

万２,１００円を執行いたしました。 

 次に、ハの経営状況でございますが、３行目の

後半でございますが、営業収益は、前年度比３億

２,００９万１ ,４９５円増の１５億９７４万  

８,５４６円でございました。一方、営業費用は 
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２億６,６１２万７,８９４円増の１３億３,０２１

万２,２００円で、その結果、差し引き営業利益は、

前年度比５ ,３９６万３ ,６０１円増の１億   

７,９５３万６,３４６円となりました。 

 次に、営業外収益は、前年度比７,８８５万  

９,８５６円増の１億８,３３２万８,６３５円、営

業外費用は前年度比１,１１０万４,７４３円増の

９,７４２万９,１１１円で、営業利益から営業外

収支を加減した経常利益は、前年度比１億    

２,１７１万８,７１４円増の２億６,５４３万  

５,８７０円となりました。 

 これに、特別損失１６万９,９３０円を計上し、

当年度純利益は前年度比１億４ ,７５８万    

７,７８６円増の２億６,５２６万５,９４０円とな

りました。 

 以上が、平成２８年度の水道事業の事業概況で

ございますが、平成２８年度に実施しました本土

地域簡易水道の事業統合によりまして、給水件数、

給水人口及び有収水量は、大幅増となりましたが、

有収率は減となったところでございます。 

 また、事業統合とあわせて、昨年４月からは、

改定率１０％増の水道料金の改定を行い、当該増

収分等を財源に、更新時期を迎える水道施設につ

いて、耐震性等を考慮した計画的な更新整備を行

ったところであります。 

 今後におきましても、更新事業や効率的な維持

管理に加えまして、民間への業務委託などによる

経費の削減を進めていくとともに、企業としての

経済性を発揮しながら、市民の皆様に安全で安心

な水を安定的に供給し、なお一層の市民サービス

の向上に努めてまいります。 

 以上で、水道管理課・水道工務課の概要説明を

終わります。 

 詳細につきましては、各課長から説明いたしま

す。 

────────────── 

△議案第１１８号 決算の認定について

（平成２８年度薩摩川内市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第１１８

号決算の認定について、平成２８年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を議題としま

す。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）議案第１１８号平

成２８年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計決算

につきまして、説明いたします。水道管理課と水

道工務課両課の所管でありますが、説明は水道管

理課で一括説明、質問につきましては所管課で答

弁することで、あらかじめ了承をお願いいたしま

す。 

 それでは、歳出から説明いたします。２２０ペ

ージをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費は、甑島地域の簡易水

道事業施設の管理運営に要する経費で、支出済額

１億３,６１２万２,１３６円であります。 

 支出の主なものについて、備考欄で説明いたし

ます。水道管理課・水道工務課２課分であります。 

 水道管理課分につきましては、検針収納業務委

託ほか１２件の委託料が主なものであります。 

 水道工務課分につきましては、下甑の水道業務

作業嘱託員１人の報酬、職員５人の給与費、中甑

浄水場外清掃業務委託ほか２１件の委託料、中山

浄水場外１急速ろ過機ろ材入替工事ほか８件の工

事請負費であります。また、送水ポンプ１台ほか

６件の備品を購入しております。 

 次に、２款１項１目施設整備費は、支出済額 

１億７５４万８,４４０円であります。 

 支出の主なものについて、備考欄で説明いたし

ます。 

 上甑島簡易水道建設事業費では、電源交付金を

活用した、平良地区水源開発事業、里地区の遠方

監視制御設備整備事業であります。 

 下甑島簡易水道建設事業費は、国庫補助金と特

定離島ふるさとおこし推進事業補助金を活用した

鹿島地区配水管布設替事業に係るものであります。 

 ３款１項１目元金は、支出済額８ ,２０４万  

８,１５４円であります。 

 ２目利子は、支出済額１,７８２万６,３１２円

であります。 

 ２２２ページをお開きください。 

 ５款１項１目予備費につきましては、予備費充

用の事態が生じず、そのまま不用額といたしまし

た。 

 なお、以上、説明しました歳出執行に当たって

５０万円以上の予算流用で対応いたしました状況

について、説明いたします。 

 別冊の議会資料、５０万円以上の節間流用一覧
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の８ページをごらんください。水道工務課におけ

る５０万円以上の節間流用は、８ページの７８番

から８０番の３件であります。 

 それぞれ説明しますと、７８番は、水道管漏水

及び発電機故障に伴い修繕する必要があるため、

事項一般管理費の１５節工事請負費から、同事項

１１節需用費に６０万４,０００円流用し、予算執

行したものであります。 

 ７９番は、送水ポンプの能力低下により、取り

替える必要があるため、事項一般管理費の１２節

役務費から、同事項１８節備品購入費に６５万 

７,０００円流用し、予算執行したものであります。 

 ８０番は、水道管漏水及び浄水場入り口扉の破

損により、修繕する必要があるため、事項一般管

理費の１３節委託料から、同事項１１節需用費に

１３６万４,０００円予算流用し、執行したもので

あります。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で

あります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

決算書の２１６ページをお開きください。 

 １款１項１目水道使用料の１節給水使用料は、

甑島地域簡易水道現年度分の水道使用料で、調定

額１億３９９万１,８３０円、収入済額１億３７４

万３,３７０円で、収入未済額は２４万８,４６０

円であります。 

 ２節給水負担金は、調定額、収入済額、ともに

１７６万９,１６０円で、収入未済額はありません。 

 ４節給水使用料滞納繰越分は、調定額８０万 

５,６００円に対し、収入済額３２万６,９６０円

であります。 

 また、不納欠損額につきましては、行方不明、

死亡の６人分１万７,３６０円を不納欠損処理し、

収入未済額は４６万１,２８０円となっております。 

 ３款国庫支出金１項１目１節簡易水道事業補助

金の収入済額１,６９９万９,０００円は、生活基

盤近代化事業に係る鹿島地区配水管布設替工事分

であります。 

 ４款県支出金１項１目１節簡易水道事業補助金

の収入済額５,２１６万８,０００円は、中甑平良

地区水源開発整備と里地区遠方監視制御設備整備

に係る電源立地地域対策交付金及び鹿島地区の飲

用水施設整備に係る特定離島ふるさとおこし推進

事業補助金であります。 

 ６款繰入金１項１目１節一般会計繰入金１億 

２,８１２万９,０００円は、施設整備費、管理運

営費に不足する財源を一般会計から繰り入れたも

のであります。 

 ７款繰越金１項１目１節前年度繰越金は、  

３,３７２万２,０１８円であります。 

 ２１８ページをお開きください。 

 ８款諸収入２項１目１節雑入は、収入済額  

９６万５,６２９円で、備考欄のとおり、原子力立

地給付金、下水道施設検針実費収入金等でありま

す。 

 ９款市債１項１目１節簡易水道事業債収入済額

２,２４０万円は、甑島地域の補助事業実施に伴う

ものであります。 

 ２２４ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書であります｡ 

 歳入総額３億６,０３８万４,０００円、歳出総

額３億４,３５４万５,０００円、歳入歳出差引額

１,６８３万９,０００円、翌年度へ繰り越すべき

財源はありませんでしたので、実質収支額も  

１,６８３万９,０００円であります。 

 次に、財産に関する調書について説明いたしま

すので、財産に関する調書の３７３ページをお開

きください。 

 行政財産の下のほう、簡易水道施設の項目の土

地及び建物について、土地の２万６,７２４.３０

平方メートル及び非木造１,２２９.１４平方メー

トルの減は、本土地域簡易水道事業を上水道事業

に統合したことで、減となったものであります。

建物の木造０.３３平方メートルの増は誤差分の調

整でございます。 

 次の３７４ページになります。 

 （４）物権の表のうち、行政財産の地役権につ

いて、決算年度中増減高の１５９平方メートルの

減は、土川簡易水道の水道管埋設用地として地役

権を設定していたものが、上水道事業に統合され

たため減となったものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

△議案第１１９号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市温泉給湯事業特

別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１１９号決

算の認定について、平成２８年度薩摩川内市温泉

給湯事業特別会計歳入歳出決算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、議案第

１１９号平成２８年度薩摩川内市温泉給湯事業特

別会計決算について、説明いたします。決算書の

２３３ページをお開きください。 

 歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、樋脇・入来・祁答

院の温泉事業施設の管理運営に要する経費であり、

支出済額８,５２６万７,４３５円であります。 

 主な支出内容を備考欄で説明いたします。水道

管理課・水道工務課２課分であります。 

 水道管理課分は、お客さまセンターへの窓口等

関連業務委託が主なものであります。 

 水道工務課分は、入来温泉湯之山館嘱託員３人

分の報酬、職員１人分の給与費、温泉給湯事業及

び公衆浴場事業の管理運営に要する光熱水費、修

繕料、入来温泉湯之山館湯温調整棟新築工事設計

業務委託ほか６件の委託料、入来温泉湯之山館湯

温調整棟新築（建築）工事ほか１３件、ポンプ１

台ほか８件の備品購入が主なものであります。 

 ５款１項１目予備費、予算現額１００万円は予

備費充用の事態が生じず、そのまま不用額といた

しました。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

２２９ページをお開きください。 

 歳入の主なものを説明します。 

 １款使用料及び手数料１項１目１節温泉使用料

は、入来温泉湯之山館の入浴使用料等で、収入済

額２,８２８万４,５７４円であります。 

 １項２目分湯使用料は、１節が現年度分の分湯

使用料、２節が滞納繰越分で、現年分・滞納分合

計で、収入済額３,１９１万３,０３０円で、収入

未済額が１１７万４,３６０円であります。 

 ２款財産収入１項１目１節土地建物貸付収入は、

入来温泉湯之山館の貸地料で、収入済額８７万 

９,５２０円であります。 

 ３款繰入金１項１目１節一般会計繰入金は、収

入済額２,２１８万２,０００円であります。 

 ４款繰越金１項１目１節前年度繰越金は、収入

済額８６５万９２６円であります。 

 ５款３項１目雑入は、収入済額８０万７,５２８

円で、２３１ページの備考欄のとおり、原子力立

地給付金、介護予防元気度アップポイント転換利

用券利用料金などであります。 

 ２３５ページをお開きください。実質収支に関

する調書です｡ 

 歳入総額９,２７３万４,０００円、歳出総額 

８,５２６万７,０００円、歳入歳出差引額７４６

万７,０００円で、翌年度へ繰り越す財源がありま

せんでした。実質収支額は１,０００円未満の端数

整理をした７４６万６,０００円となります。 

 次に、財産に関する調書について説明いたしま

すので、３７４ページをお開きください。 

 （４）物権の表のうち、普通財産の温泉権の決

算年度中増減高、２箇所のうち１箇所の黒木温泉

は行政財産から移管したものです。 

 行政財産の温泉権の前年度末現在高２２箇所の

うち、祁答院の大村温泉を無償譲渡、黒木温泉を

普通財産に移管し、無償貸付としたことで、温泉

給湯事業分は１７箇所となっており、２箇所の減

となっております。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定すべきものと

決定しました 

────────────── 

△議案第１３１号 剰余金処分及び決算の

認定について（平成２８年度薩摩川内市水

道事業剰余金処分及び平成２８年度薩摩川

内市水道事業会計決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１３１号平

成２８年度薩摩川内市水道事業剰余金処分及び平

成２８年度薩摩川内市水道事業会計決算を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）議案第１３１号剰

余金処分及び決算の認定について説明いたします

ので、別冊となっております水道事業会計決算書

の１ページをお開きください。 

 水道事業決算報告書の収益的収支及び資本的収

支の予算・決算の状況について、説明いたします。 

 まず、（１）収益的収支の収入において、予算

額合計１８億１,６５４万３,０００円に対し、決

算額１８億１,２３８万１,９４１円。収益的収支

の支出において、予算額合計１５億８,８０８万 

５,０００円に対し、決算額１４億９,１９９万 

９,８２７円となっております。 

 （２）資本的収支の収入において、予算額合計

３億４,９１０万円に対し、決算額２億７,８８６

万８,０００円。資本的収支の支出において、予算

額合計１２億２,６７５万２,０００円に対し、決

算額１１億６,２２２万３,６１９円となっており

ます。 

 また、資本的収支で不足する額８億８,３３５万

５,６１９円は、下段の表の下に記載してあります

ように各財源で補塡しております。 

 ３ページをお開きください。平成２８年度の損

益計算書について、説明いたします。 

 まず営業利益から説明します。 

 １営業収益は、水道料金・給水負担金の（１）

給水収益と、（２）その他の営業収益合計で１５

億９７４万８,５４６円であります。 

 ２営業費用では、（１）原水及び浄水費から

（５）資産減耗費までの合計１３億３,０２１万 

２,２００円となり、営業利益は、差し引き１億 

７,９５３万６,３４６円となっております。 

 次に、経常利益になります。 

 ３営業外収益は、（１）受取利息及び配当金か

ら（６）資本費繰入収益までの合計１億８,３３２

万８,６３５円。 

 ４営業外費用では、（１）支払利息及び企業債

取扱諸費と（２）雑支出の合計９ ,７４２万   

９,１１１円となり、営業利益に営業外収支を加減

した、経常利益が２億６,５４３万５,８７０円と

なっております。 

 また、４ページ、５特別損失として、過年度損

益修正損１６万９,９３０円となり、経常利益に特

別損益を加減し、当年度純利益が２億６,５２６万

５,９４０円となりました。 

 ５ページをお開きください。剰余金計算書から

本年度増減のあった科目について、説明いたしま

す。上の表の下方、当年度変動額の欄になります。 

 未処分利益剰余金の１億２,４５０万３,０００

円は、減債積立金分です。 

 ２億６,５２６万５,９４０円の増は、平成２８

年度の純利益であります。 

 当年度末未処分利益剰余金合計３億８,９７６万

８,９４０円となりますが、この未処分利益剰余金

を議会の議決を得て、処分するものであります。 

 下段の表が平成２８年度薩摩川内市水道事業剰

余金処分計算書（案）になります。 

 平成２８年度末の未処分利益剰余金を、自己資

本金への組み入れ、減債積立金への積み立てとし

て処分するものであります。御承認方よろしくお

願いいたします。 

 ７ページをお開きください。平成２８年度貸借

対照表について、説明いたします。 

 １固定資産のうち、（１）有形固定資産につき

ましては、後ほど有形固定資産明細書で説明いた

しますが、平成２８年度の建設改良費で取得した
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固定資産を科目別に計上しております。 

 （２）無形固定資産は、電話加入権、水利権で

あります。 

 以上、固定資産合計１６５億４ ,７１０万   

６,３２１円であります。 

 ２流動資産は、現金預金ほか合計で９億   

４,９８４万５２１円であります。固定資産と流動

資産の資産合計で、１７４億９ ,６９４万    

６,８４２円であります。 

 ８ページになります。 

 ３固定負債は（１）企業債から、（３）引当金

までの合計４５億６,６２１万３,６４９円、４流

動負債は、（１）企業債から、（５）その他流動

負債までの合計５億７,１０５万７,２９７円、５

繰延収益は、（１）長期前受金と、（２）長期前

受金収益化累計額で、繰越収益合計（後刻訂正発

言あり、９ページ参照）２６億３ ,１７５万   

２,８０９円となり、負債合計で７７億６,９０２

万３,７５５円であります。 

 ９ページになります。 

 ６資本金は、（１）自己資本金で、９０億  

９,１３２万５,００８円であります。 

 ７剰余金は、（１）資本剰余金、（２）利益剰

余金で、合計６億３,６５９万８,０７９円であり

ます。 

 資本金、剰余金の資本合計で９７億２,７９２万

３,０８７円となり、資産合計と負債資本合計とも、

１７４億９,６９４万６,８４２円であります。 

 １０ページをお開きください。 

 平成２８年度の事業報告書でありますが、概況

につきましては局長が説明しましたので、１２ペ

ージ、職員に関する事項につきまして、説明いた

します。 

 平成２８年度の職員数は、水道管理課、水道工

務課合わせ２８人で、前年度と比較して３人減と

なっています。減は、お客さまセンターに業務委

託したことによるものでございます。 

 また、水道事業支弁職員は、損益勘定支弁職員

が２２人、資本勘定支弁職員が３人で、前年度と

比較して３人増となっています。これは、本土地

域の簡易水道を水道事業に統合したためでありま

す。 

 １３ページから１６ページは、改良事業等であ

ります。 

 件数で４９件、工事費で６億５ ,８９１万   

２,１００円であります。 

 次の１７ページは業務量を、給水人口から有収

率までを示してあります。 

 有収率につきましては、全体で９０.２％であり

ます。 

 また、下段は、供給単価・給水原価を示してあ

ります。 

 次に１９ページをお開きください。 

 ４会計の（２）の企業債の状況ですが、本土地

域の統合した簡易水道分８億９ ,７７１万    

７,５０１円、本年度の借入額２億５,６８０万円、

償還額４億１,１８５万３,０１４円で、その結果、

当年度末企業債残高４８億８,００５万１,３９７

円となり、前年度より７億４,２６６万４,４８７

円の増であります。 

 ２０ページは、消費税の経理処理方法を記載し

てあります。 

 ２１ページになります。 

 キャッシュ・フロー計算書であります。１年間

の現金収支を性質別に記載したものであります。 

 １業務活動によるキャッシュ・フローは、予算

第３条収益的収支に係る現金の増減であります。 

 ２投資活動によるキャッシュ・フローと、３財

務活動によるキャッシュ・フローは、予算第４条

資本的収支に係る現金の増減であります。本年度

の現金増加額が、４９３万４,８６０円となり、前

年度からの繰越現金と合わせ、年度末現金残高が、

８億７,７６５万６,４９０円の残高となっており

ます。 

 また、この現金残高が、７ページ貸借対照表の

現金預金と一致するものであります。 

 ２２ページから２４ページまで収益的収支及び

資本的収支明細書であります。 

 ２５ページをお開きください。 

 （１）有形固定資産明細書であります。１年間

の固定資産の増減及び減価償却費の明細でありま

す。④の年度末現在高、⑦の減価償却累計、⑧の

年度末償却未済高がそれぞれ７ページの貸借対照

表の有形固定資産と一致するものであります。 

 （２）無形固定資産の水利権につきましては、

川内川水利権申請に係る委託料を計上してありま

す。 

 ２７ページから３６ページが地域別の企業債明
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細書であります。 

 ３７ページと３８ページは注記表になっており

ます。 

 以上で、水道事業の決算について、説明を終わ

ります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（森永靖子）質問というか、ちょっと読

み方で早くて早くてついていけなかったんですけ

ど、８ページの５のところ、これ、先ほどから繰

越収益、（２）も繰越収益合計と読まれたんです

が、これ、何と読んで、どういう意味なんですか。 

○水道管理課長（草留隆志）５は繰延収益（く

りのべしゅうえき）でございます。 

○委員（森永靖子）（２）のところも、済みま

せん。 

○水道管理課長（草留隆志）（２）長期前受金

収益化累計額（ちょうきまえうけきんしゅうえき

かるいけいがく）でございます。 

○委員（森永靖子）その下。 

○水道管理課長（草留隆志）繰延収益合計（く

りのべしゅうえきごうけい）でございます。（８

ページの発言の訂正） 

○委員（森永靖子）何て読まれるのかな、どう

いう意味かなって、ずっと聞いておりましたら、

ここも繰越、下も繰越と読まれたので、今わかり

ました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 本案については、剰余金処分と決算の認定の二

つの表決が必要となる案件でありますので、それ

ぞれについて、採決を行います。 

 まず、本案のうち、平成２８年度薩摩川内市水

道事業剰余金処分について、採決します。 

 本剰余金処分を原案のとおり可決すべきものと

認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本剰余金処分は原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 次に、平成２８年度薩摩川内市水道事業会計決

算について、採決します。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１１７号決

算の認定について、平成２８年度薩摩川内市一般

会計歳入歳出決算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、議案第

１１７号薩摩川内市一般会計決算のうち、水道管

理課・水道工務課分について、説明いたします。 

 それでは、歳出から説明いたします。 

 一般会計決算書の８７ページをお開きください。 

 ２款１項５目財産管理費のうち、水道工務課分

は、備考欄のとおり、旧工業用水道事業跡地の水

源地及び浄水場除草業務委託等をしております。 

 １３９ページをお開きください。 

 ４款３項１目水道費は、備考欄のとおり、簡易

水道事業及び温泉給湯事業特別会計への繰出金で

あります。 

 ２０９ページをお開きください。 

 １３款２項１目公営企業費は、水道事業会計分

への負担金・補助金・出資金であります。 

 続きまして、歳入について、説明いたしますの

で、前に戻っていただきまして、５１ページをお

開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入の１節土地建物貸

付収入のうち水道工務課分は、５３ページ、備考

欄中段より下にあります、旧工業用水道事業跡地

における電柱の土地貸付収入であります。 
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 以上で、一般会計のうち、水道管理課・水道工

務課分の説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１１７号の審査を一時中止しま

す。 

 以上で、水道管理課及び水道工務課を終わりま

す。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（福元光一）次は、下水道課の審査に

入ります。 

 まず、下水道課関係の決算の概要について、局

長の説明を求めます。 

○水道局長（新屋義文）それでは、下水道課の

決算の概要について、御説明いたします。 

 決算附属書の１７９ページでございます。 

 まず、一般会計についてでございますが、１の

地域下水処理事業では、下の表にありますとおり、

川内地域の永利処理区及び鹿島地域の鹿島処理区

の地域下水処理施設の維持・管理を行うとともに、

説明文の三つ目のポツに記載しておりますが、平

成２８年度は、両処理区の浄化センターの長寿命

化計画を策定したところであり、永利にあっては

２６年、鹿島にあっては３０年経過した施設の長

寿命化対策を今後、実施していく予定でございま

す。 

 次に、１８０ページをごらんください。 

 ２の小型合併処理浄化槽整備補助事業について

でありますが、アの補助基数等の表の２列目にあ

りますとおり、平成２８年度は３８２基の設置に

対し、補助金を交付したところでございます。 

 次に、１８１ページ、３の特別会計への繰出金

につきましては、四つの特別会計に対し、合計５

億４,６８３万４,６３６円を支出いたしました。 

 次に、その下、４の雨水ポンプ場事業は、公共

下水道の供用区域外に設置しております中郷及び

平佐ポンプ場の維持管理経費であり、大雨等の災

害時に問題なく運転できるよう、適正な管理を行

いました。 

 なお、説明文の二つ目のポツに記載しておりま

すが、昨年１１月に平佐ポンプ場の４基ある排水

ポンプのうち１基が故障したところでございます

が、本年４月末までに修理を終え、ことしの梅雨

に備えたところでございます。 

 次に、１８２ページでございますが、５の都市

下水路事業は、公共下水道の供用区域外にござい

ます、記載の四つの都市下水路の維持管理を行っ

たところであり、その下、６の下水道管理費では、

下水道事業の実施に伴う一般職員９名の給与等を

支出したところでございます。 

 次に、１８３ページをごらんください。 

 公共下水道事業特別会計でございますが、まず

１の公共下水道処理施設管理では、説明文三つ目

のポツにありますとおり、川内処理区及び上甑処

理区の下水処理施設の維持管理に係る包括的民間

委託のほか、中甑・中野浄化センターの長寿命化

対策実施計画を作成するなど、処理施設の維持管

理に努めるとともに、公共下水道への接続促進に

努めたところでございます。 

 また、五つ目のポツに記載のとおり、雨水対策

として、川内処理区内の雨水管渠及び向田ポンプ

場の維持管理を行ったところでございます。 

 同ページ下には、向田ポンプ場の施設概要を、

次のページ、１８４ページには、雨水処理及び二

つの下水処理区の概要をお示ししているところで

ございます。 

 次に、１８５ページをごらんください。 

 ２の公共下水道整備につきましては、二つ目の

ポツに記載のとおり、平成２７年度に引き続き、

川内処理区の平佐第二地区における測量業務委託、

管渠整備及び舗装復旧工事や、下甑地域の長浜地

区の事業計画策定業務を委託するとともに、宮里

浄化センター施設増設事業につきましては、ポン

プ棟建設工事の委託を行ったところであります。 

 次に、３の公債費につきましては、施設整備等

に伴う起債に係る元利償還金について、一般会計

からの繰入金により支出をいたしております。 

 なお、この後の各特別会計におきましても、公

債費の支出がございますが、説明を割愛させてい

ただきます。 

 次に、１８６ページをごらんください。 
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 農業集落排水事業特別会計でございますが、１

の農業集落排水処理施設管理では、次の１８７ペ

ージまでの表に記載しております城上処理区など

五つの処理区の処理施設の適正な管理に努めたと

ころでございます。 

 なお、三つ目のポツに記載のとおり、里処理区

の里浄化センターにおいて、機械設備等の機能強

化対策工事を実施したところでございます。 

 続きまして、右側１８９ページをごらんくださ

い。 

 漁業集落排水事業特別会計ですが、１の漁業集

落排水処理施設管理では、下の表にございますよ

うに、上甑地域の平良処理区のほか、下甑地域の

片野浦及び手打処理区の処理施設の適正な維持管

理に努めるとともに、接続率の伸び悩む手打処理

区について、特に、接続促進に取り組んだところ

でございます。 

 最後に、お開きいただき、右側１９１ページを

ごらんください。 

 浄化槽事業特別会計についてでありますが、１

の浄化槽施設管理では、上甑地域の江石、小島、

瀬上及び桑之浦地区で整備いたしました市町村設

置型浄化槽の適正な維持管理に努めました。 

 以上で、下水道課の決算の概要について説明を

終わります。 

 詳細につきましては、課長が説明いたしますの

で、よろしくお願いをいたします。 

────────────── 

△議案第１２０号 決算の認定について

（平成２８年度薩摩川内市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）それでは、議案第１２０

号決算の認定について、平成２８年度薩摩川内市

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を議題とし

ます。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

１２０号決算の認定について、平成２８年度薩摩

川内市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算につ

いて、説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算書の２４４ページをお開き

ください。 

 まず、歳出について、説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、公共下水道事業の

管理に要する経費で、支出済額は１億４,５４９万

９,９７７円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、宮

里浄化センター等包括的維持管理業務委託ほか９

件が主なものであります。 

 委託料のうち、向田ポンプ場耐震診断業務委託

２,２００万円につきましては、年度内の完成が見

込めず、平成２９年度へ明許繰り越しいたしまし

た。 

 なお、１３節委託料の不用額１４１万６,１７８

円につきましては、宮里浄化センター等包括的維

持管理業務委託、向田ポンプ場の大雨対策による

運転管理業務委託の執行残によるものでございま

す。 

 また、１９節負担金補助及び交付金で執行がな

かったのは、消費税法改正に係る水道システム改

修業務委託に伴う負担金が不用となり、全額未執

行となったものでございます。 

 次に、２款１項１目施設整備費は、公共下水道

事業の整備に要する経費で、支出済額は１億  

３,１４９万３,３４６円で、内訳につきましては、

備考欄記載のとおり、職員１人分の給与費及び宮

里浄化センターポンプ棟建設工事委託ほか５件と、

平佐地区の私道管渠築造工事ほか１１件などが主

なものであり、委託料のうち前年度からの繰越事

業として、長浜地区事業計画策定業務委託４６１

万５,０００円を、同じく工事請負費のうち、平佐

地区私道管渠築造工事４３４万１,０００円を前年

度からの繰越事業として実施いたしました。 

 なお、川内地区公共下水道整備事業で、宮里浄

化センターポンプ棟建設に係る工事委託のうち 

７,４００万円を年度内完成が見込めず、逓次繰り

越しし、また、平佐第二地区管渠詳細設計業務委

託５４１万４,０００円を年度内完成が見込めず、

翌年度へ明許繰り越しいたしました。 

 次に、１５節工事請負費のうち１０１万   

４,６４０円の不用額は、私道管渠築造工事等の執

行残であり、また、２２節補償、補塡及び賠償金

で執行がなかったのは、公共下水道処理区内での

移転補償がなかったことにより、全額未執行とな

ったものでございます。 

 次に、３款１項公債費の支出済額は、１目元金

及び２目利子の合計で、３億２ ,７２０万    

３,３７１円で、施設整備等に伴う長期債の元利償
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還金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２４０ページをお開きくだ

さい。 

 １款１項１目１節公共下水道事業分担金は、上

甑処理区での新たな下水道接続がなく、分担金の

収入がなかったものでございます。 

 ２項１目１節公共下水道事業負担金の収入済額

は１,０８５万８,０００円で、川内処理区の公共

下水道事業受益者負担金等であります。 

 同じく２節公共下水道事業負担金滞納繰越分の

収入済額は２１万円で、川内処理区の受益者負担

金滞納繰越分であり、収入未済額６５万７,２００

円は、現在、徴収に努めているところでございま

す。 

 なお、滞納者の死亡等により徴収不能となった

１７万６,４００円を地方自治法の規定による５年

が経過したことにより、不納欠損処理しておりま

す。 

 次に、２款１項１目１節公共下水道施設使用料

の収入済額は１億２,５１２万円で、川内処理区及

び上甑処理区の公共下水道施設使用料であり、収

入未済額４６７万２,４８０円は、現在、徴収に努

めているところでございます。 

 なお、滞納者が行方不明となり、徴収不能とな

ったため、２６万５,４３０円を地方自治法の規定

による５年が経過したことにより、不納欠損処理

しております。 

 同じく２節公共下水道施設占用料の収入済額は

９,５４０円であります。 

 次に、２項１目１節指定等手数料の収入済額は

３万６,０００円で、排水設備指定工事店としての

指定に係る手数料であり、同じく２節確認手数料

の収入済額は３１万４,８００円で、排水設備計画

確認等に伴う手数料でございます。 

 次に、２目１節督促手数料の収入済額は１０万

４,７００円で、施設使用料に係ります督促手数料

であり、収入未済額８万６,８００円は、施設使用

料と合わせ、徴収に努めていますが、徴収不能と

なり、５年が経過した５,２００円を不納欠損処理

しております。 

 次に、３款１項１目、次のページ、２４２ペー

ジをお開きいただき、１節公共下水道事業費補助

金の収入済額は５,５０４万８,０００円で、川内

処理区の宮里浄化センターポンプ棟建設工事委託

に係る地方創生汚水処理施設整備推進交付金及び

平佐第二地区測量業務委託並びに中甑・中野浄化

センター長寿命化対策実施設計業務委託等に係る

社会資本整備総合交付金で、補助率はそれぞれ 

５０％であります。 

 収入未済額５,０７０万７,０００円は、継続費

逓次繰り越しした宮里浄化センターポンプ棟建設

工事委託及び明許繰り越しした向田ポンプ場耐震

診断業務委託等に係る国庫補助金の収入未済額で

ございます。 

 次に、４款１項１目１節一般会計繰入金の収入

済額は３億５,６５３万６,５５４円で、一般会計

からの繰入金であります。 

 ５款１項１目１節前年度繰越金の収入済額は 

６５２万８,０００円で前年度からの繰越事業費等

財源充当繰越金であります。 

 次に、６款２項１目１節雑入の収入済額は  

１,３１３万８,１００円で、消費税及び地方消費

税の納め過ぎとなった平成２６・２７年度分の還

付金が主なものでございます。 

 次に、７款１項１目１節公共下水道事業債の収

入済額は４,７３０万円で、川内処理区宮里浄化セ

ンターポンプ棟建設工事委託や中甑・中野浄化セ

ンター長寿命化対策実施設計業務委託等に係る下

水道事業債及び辺地対策事業債で、充当率   

１００％であります。 

 続きまして、２４６ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額６億   

１,５２０万４,０００円、歳出総額６億４１９万

７,０００円、歳入歳出差し引き額１,１００万 

７,０００円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源と

して、繰越明許費繰越額１,１００万７,０００円

で、実質収支額は０円でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が終

わりましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）農業集落排水事業とか漁

業集落排水事業の中で、加入率とか、また使用料

徴収に非常にばらつきがあるような気がするんで

すけれども、それによって、収支がマイナスにな

ったりする地域がありますけれども、これの対策

というのは、どのような対策を取られているのか。 
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○委員長（福元光一）成川委員、それはまた次

のところで。 

 ほかにございませんか。 

○委員（川添公貴）順調に進んでいるようで、

接続率については、ここで申し上げることはない

と思うんですが、よそのところで言いたい。 

 監査委員にちょっとお伺いしたいと思いますが、

監査意見書について。意見書がついてる水道局関

係はここが最後だったんで、質問させていただき

たいと思うんですが、収納率を向上するために、

お客様センターと連携して収入未済額の更なる軽

減に努められたいと、意見書が出ているわけです

が。あそこにお邪魔したときに、ざっと見たとき

に、単なるお金を持ってきた方々と折衝している

ような感じだったんで、できれば監査意見、そこ

はどういう形で、このお客様センターと連携しと

いう意見が出たのかということが１点。次が、収

納課に対してとの連携のほうがもっと重要なのか

なとは思っているところです。その辺のことを監

査委員としての御意見があれば教えていただきた

いと思います。 

 以上、２点です。 

○監査委員（矢野信之）川添委員からの御質問

にお答えいたします。 

 まず１点目ですが、下水道への接続率は約５割

の状況でありまして、平成２９年度から３年間を

強化期間として対応されているところでありまし

た。 

 これにつきましては、川添委員が言われました

とおりに、敬意を表したところでございますが、

今後におきましても、接続推進を図って、収益増

に上げていただきたいということを申し上げ、ま

た、収入未済額は、年々減少はしております。し

かしながら、平成２８年度に開設されたお客様セ

ンターに対して、委託等をされ、そこのところで、

主管課、水道管理課、下水道課等々とその場にお

きまして、話し合いがなされ、どのような形で進

めていくかというふうな話をされておりましたの

で、そこのところで、お客様センターと連携をし

て、収入未済額の更なる縮減に努められたいとい

うふうな形で意見をまとめたところであります。 

 ２点目であります、収納課との関係につきまし

ては、先ほど、水道工務課長のほうからありまし

たとおりに、不納欠損された理由につきましては、

消滅時効という法的根拠に基づいて、なされてお

りました。その他のものについて、まだ依然とし

て収入未済額等があるわけですが、これらのもの

に対しての収納方法について、川添委員が言われ

たとおりに、収納課と連携するのも必要かもしれ

ませんが、現時点においては、まずは主管課にお

いて、頑張っていただきたいということで、整理

したところでございます。 

○委員（川添公貴）ありがとうございました。

突然振りまして、申しわけなかったです。 

 というのは、水道料金、下水道料金を未納とい

うことは、おのずと税金も未納なのかな、税金で

もというような関連性が見えてくるので、そうお

伺いしたところで、これらの監査委員の指導を受

けて、この未収率をちょっと上げていらっしゃる

んですが、この状況を鑑みて、今、平成２９年度

ですから、平成３０年度以降、どのような対応を

取られるのか、お伺いをしたいと思います。 

○下水道課長（徳重勝美）平成２９年度から平

成３０年度、３１年度まで３カ年間を下水道接続

率の強化期間という形で位置づけて、今年度から

関係機関の総会等に、この接続の補助制度の中身

等も説明しながら、１件でも接続が上がりまして、

使用料が上がるようにという形で、努力していき

たいというふうに努めて考えているところでござ

います。 

○委員（川添公貴）決算を見て、ぜひ一歩ずつ

でも進んでいかれるように、努力は望みたいと思

うんですが、結局、今度も宮里にいいのをつくっ

て、接続率が上がっていかないと、宝の持ち腐れ

みたいになってしまう可能性もありますし、有効

活用するためにも、特別チーム、もしくはお客様

センターに任せるだけではなくて、徴収は収納課

と連携、接続の加入はまた特別チームを組むとか

という方法を一歩考えていただければ、ありがた

いのかなと思ってございます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（成川幸太郎）先ほどは失礼しました。

川内地域の処理区における加入率というのを接続

率と見ていいんですか。 

○下水道課長（徳重勝美）はい、それでよろし

いです。 

○委員（成川幸太郎）でしたら、今７３.５％に

３,１０６戸が、申請あるいは接続されているとい
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うことですけど、この１年間で、今、川添委員か

らもあって、改善の努力というのはされていると

思うんですが、どの程度ふえたんでしょうか。 

○下水道課長（徳重勝美）前回、平成２８年度

に新規に下水道に接続された方は、約２００件ほ

どいらっしゃいますので、大分、ある程度加入の

ほうはおおむね上昇傾向にあるのかなというふう

に思っているところでございます。 

○委員（成川幸太郎）上甑地区と比較してみま

すと、加入率も当然低いんですが、使用料徴収率

も川内地域は６２.２％と非常に低く、上甑地区は

９３.６％なんですが、この差はどこにあると思わ

れますか。 

○下水道課長（徳重勝美）上甑のほうは、収納

率はいいんですけど、集落が川内地区より狭いと

いう地区等もございまして、ある程度、まだ川内

のほうにつきましては、下水道の接続がなかなか

厳しい状況であることから、この差が開いている

のかなというふうに思っているところでございま

す。 

○委員（成川幸太郎）それが、徴収率にかかわ

りが出てくるんですか。使用料徴収率とは関係な

いんじゃないですか。 

○下水道課長（徳重勝美）徴収率のほうにつき

ましては、甑島のほうにつきましては、ある程度、

人が限定されておりますので、訪問する機会もた

び重ねていけば、徴収していただける状態でござ

いますから、川内地区とは、そこがちょっと状況

が違うという形になります。 

○水道局長（新屋義文）成川委員のおっしゃる

徴収率の関係ですが、この徴収率は、接続をいた

だいた方のうち、使用料を支払っていらっしゃる

世帯戸数を出したものでございますので、実際の

入った中での加入されている方の徴収率ではなく

て、申請があったうち徴収をしている世帯がこれ

だけですと、そういうことです。 

○委員（成川幸太郎）わかりました。計画戸数

に対する徴収率ですね。Ａ分のＣだから。計画に

対する徴収率というのはおかしいじゃないですか。

接続されている人に対する徴収率を出さないと、

ちょっと数字的におかしいような気がするんです

けど、どうでしょう。 

○水道局長（新屋義文）おっしゃるとおり、計

画戸数に対して、接続をしている率が加入率、そ

して、計画戸数に対して、要は料金を徴収してい

る世帯、つまり接続をされても、空き家になった

りとか、使われなくなっている戸数があるという

意味で、この使用料を徴収している率というのを

この概要のところで、御説明をしているところで

ありまして、実際の徴収率というのは、また別の

歳入のところでの御説明ということになると思い

ます。 

○委員（成川幸太郎）実際、接続されている人

に対する徴収率というのは出てないんですか。 

○下水道課長（徳重勝美）済みません、今ちょ

っと整理はしておりません。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（宮里兼実）２４５ページの真ん中、公

共下水道整備費のその下の職員給与費が一人、 

１,０４４万２,７４５円というのは、これは一人

ですよ。これこんなにたくさんもらいやっと。 

○水道局長（新屋義文）給与費でございますの

で、実際の給料、期末勤勉手当のほかに、共済費

等もございますので、それも含めて、１,０００万

円という、そういうことになります。 

○委員（宮里兼実）なんて言いようがない。ま

あよかが、ほんなら。はい、わかりました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（宮里兼実）あまりに、ずんばいじゃが

と思って。 

○水道局長（新屋義文）先ほどの給与費ですが、

プラス時間外勤務手当も含まれているということ

で御理解をいただきたいと思います。 

○委員（宮里兼実）はい、もういいですよ。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（橋口 芳）ちょっと話は変わりますけ

ど、ポンプの維持管理の状況はどのようになって

いるんでしょうか。それと、ポンプの耐用年数に

ついては、どのようになっているんでしょうか。 

○下水道課長（徳重勝美）ポンプの維持管理に

つきましては、専門の業者に委託をしているとこ

ろでございまして、月に点検をしていただいてお

ります。 

 それから、ポンプの耐用年数でございますが、

今、下水道課で管理しております雨水ポンプ場に
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つきましては、向田ポンプ場が、これは昭和４７

年に建設されておりまして、今、４５年経過して

おりますが、今のところ、機器のトラブルはない

ところでございます。 

 それから、平佐ポンプ場と中郷ポンプ場という

ことで、雨水のポンプ場がございますけれども、

平佐ポンプ場につきましては、平成１１年度に供

用開始しておりまして、今、１８年経過しており

ます。中郷ポンプ場のほうが、平成４年に建設さ

れておりまして、今、２５年経過しているところ

でございまして、平佐ポンプ場のほうに少しトラ

ブルがございましたけど、修繕等を行って、今現

在、大雨対策には問題なく稼働している状況でご

ざいます。 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

△議案第１２１号 決算の認定について

（平成２８年度薩摩川内市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１２１号決

算の認定について、平成２８年度薩摩川内市農業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算を議題としま

す。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

１２１号決算の認定について、平成２８年度薩摩

川内市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に

ついて、説明いたします。 

 決算書の２５５ページをお開きください。 

 まず、歳出について、説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、農業集落排水事業

の管理に要する経費で、支出済額は６,６７４万 

１,１２２円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、里

浄化センターほか維持管理業務委託ほか１５件と

機能強化対策工事薩摩川内地区（里）２８－１工

区ほか１件が主なものでございます。 

 なお、１１節需用費の不用額２０３万４,３０９

円は、主に各浄化センターの光熱水費の執行残が

主なものであり、１３節委託料の不用額９９万 

９,００８円は、各浄化センターの維持管理業務委

託料の執行残が主なものでございます。 

 次に、３款１項公債費の支出済額は、１目元金

及び２目利子の合計で１億３,２２１万８８円で、

施設整備等に伴う長期債の元利償還金であります。 

 なお、以上説明いたしました歳出執行に当たっ

て、５０万円以上の予算流用で対応いたしました

状況について、説明します。 

 別冊の議会資料の８ページをごらんください。 

 平成２８年度決算に係る５０万円以上の節間流

用の資料でございます。 

 ８ページの下水道課における５０万円以上の節

間流用は、番号８２番から８３番でございます。 

 ８２番は、里地区の下水道施設発電機室の通信

設備への落雷による破損を修繕するため、事項農

業集落排水管理費の１３節委託料から同事項１１

節需用費に７６万円を流用して執行したものであ

り、また、８３番は、里浄化センターの土壌脱臭

床の効率化を図るためのダクト工事を施工するた

め、事項農業集落排水管理費の１３節委託料から

同事項１５節工事請負費に９３万２,０００円を流

用し、執行したものでございます。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で

ございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

決算書の２５１ページをお開きください。 

 １款１項１目１節農業集落排水事業分担金の収

入済額は１４万円で、城上処理区及び祁答院中央

処理区の農業集落排水事業分担金であります。 

 次に、２款１項１目１節農業集落排水施設使用

料の収入済額は４,９２８万３,７００円で、城上

処理区ほか４処理区の農業集落排水施設使用料で

あり、収入未済額６０万８,４００円は、現在、徴

収に努めているところでございます。 

 なお、滞納者が行方不明により徴収不能となり

５年が経過した２万２,５３０円を不納欠損処理し

ております。 
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 次に、２項１目２節確認手数料の収入済額は５

万６,７００円であります。 

 同じく２目１節督促手数料の収入済額は３万 

２,４００円で、収入未済額１万２,４００円は、

施設使用料の収入未済に係ります督促手数料であ

ります。 

 なお、徴収不能となり５年が経過した５００円

を不納欠損処理しております。 

 次に、２５３ページをお開きください。 

 ３款１項１目１節農業集落排水事業費補助金の

収入済額は１２０万５,０００円で、里処理区の機

能強化対策工事等への県補助金である農業集落排

水施設整備促進事業交付金で、補助率は１０％に

財政力指数に応じた補正係数を乗じたものであり

ます。 

 ４款１項１目１節一般会計繰入金の収入済額は

１億２,８２０万５,２３４円であります。 

 次に、６款２項１目１節雑入の収入済額は３２

万８,１７６円で、原子力立地給付金であります。 

 次に、７款１項１目１節農業集落排水事業債の

収入済額は９２０万円で、機能強化対策実施設計

業務委託に係る農業集落排水事業債及び里処理区

の機能強化対策工事に係る辺地対策事業債であり

ます。 

 次に、９款１項１目１節農業集落排水事業補助

金の収入済額は１,０５０万円で、里処理区の機能

強化対策工事等への国の補助金である農山漁村地

域整備交付金で、補助率は５０％であります。 

 続きまして、２５７ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額、歳出総額

とも１億９,８９５万１,０００円で実質収支額は

０円であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）ばらつきが地域によって

起こってて、もう収入が赤になったり、黒になっ

たりするんですけれども、これの対策というのは、

どのようにとられているのか。 

○下水道課長（徳重勝美）これにつきましては、

各訪問等をするしかないのかなというふうに思っ

ているところでございます。 

○委員（成川幸太郎）この中で、こういった地

域でまとまって、地域の責任者的な人を設置して、

そこで、そういった組織をつくってやるというよ

うなことは考えない、個別対応なんですね。 

○下水道課長（徳重勝美）今のところは、個別

対応でやっております。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た 

────────────── 

△議案第１２２号 決算の認定について

（平成２８年度薩摩川内市漁業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１２２号決

算の認定について、平成２８年度薩摩川内市漁業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算を議題としま

す。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

１２２号決算の認定について、平成２８年度薩摩

川内市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に

ついて、説明いたします。 

 決算書の２６６ページをお開きください。 

 まず、歳出について、説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、漁業集落排水事業

の管理に要する経費で、支出済額は２,５７６万 

２,２１９円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、手

打浄化センターほか維持管理業務委託ほか１２件

が主なものであります。 

 なお、１１節需用費の不用額１１７万３８４円
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は、各浄化センターの光熱水費等の執行残、１２

節役務費の不用額５１万６,６１７円は、各浄化セ

ンターの水質検査等の執行残、１３節委託料の不

用額１０１万９,２８０円は、各浄化センターの維

持管理業務委託等の執行残が、それぞれ主なもの

で、２７節公課費の不用額８２万９,５００円は、

消費税及び地方消費税の納付実績による執行残で

あります。 

 また、９節旅費、１４節使用料及び賃借料、 

１９節負担金補助及び交付金、２３節償還金利子

及び割引料で、それぞれ執行がなかったのは、下

甑地区現地協議普通旅費等、浄化センター等停電

対策用の機械・車両等借上料、水道システム改修

業務委託に伴う負担金、使用料の過誤納還付金が

それぞれなかったことにより、全額未執行となっ

たものでございます。 

 次に、３款１項公債費の支出済額は、１目元金

及び２目利子の合計で４,８０８万９,９６０円で、

施設整備等に伴う長期債元利償還金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２６２ページをお開きくだ

さい。 

 １款１項１目１節漁業集落排水事業分担金の収

入済額は１６万円で、手打処理区に係る漁業集落

排水事業分担金であります。 

 次に、２款１項１目１節漁業集落排水施設使用

料の収入済額は１,７５５万８,６１０円で、平良

処理区ほか２処理区の漁業集落排水施設使用料で

あり、収入未済額２万９,６７０円は、現在、徴収

に努めているところでございます。 

 なお、滞納者が行方不明により、徴収不能とな

り５年が経過した４,４３０円を不納欠損処理して

おります。 

 次に、２項１目１節確認手数料の収入済額は 

２万４,０００円であります。 

 同じく２目１節督促手数料の収入済額は   

９,２００円で、収入未済額７００円は、施設使用

料の収入未済に係ります督促手数料であります。 

 なお、徴収不能となり、５年が経過した１００

円を不納欠損処理しております。 

 次に、４款１項１目１節一般会計繰入金の収入

済額は５,５０８万１,０４５円であります。 

 次に、６款２項１目１節雑入の収入済額は  

１０１万９,３２４円で、消費税及び地方消費税の

納め過ぎとなった平成２６、２７年度分の還付金

と原子力立地給付金であります。 

 続きまして、２６８ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額、歳出総額

とも７,３８５万２,０００円で、実質収支額は０

円であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（宮里兼実）先ほどから滞納者が行方不

明であって、もうその後は、例えば、行方不明だ

からおいやれんごとなったと。もうそれで、打ち

切りなんですか。もうあきらめるわけですか。 

○下水道課長（徳重勝美）もう行方不明という

形で、探す当てもなくて、これは法で５年間経過

したら不納欠損していいよという法律がございま

すものですから、それにのっとって、不納欠損し

ております。 

○委員（宮里兼実）まあ、金額もこの上下水道

だけじゃなくして、いろいろ給食費とか、税金関

係にしても、滞納者がおるわけですけれども、ま

あ、取れないから諦めて、５年が経過すれば不納

欠損で処理すればいいという安易な考えを職員の

方々は持っているのか、これは大小なりとも何と

かして、回収せないかんという気構えが、職員に

対してあるのかないのか。 

○水道局長（新屋義文）先ほど来、お客様セン

ターというものがございます。徴収につきまして

も、お客様センターと協力をしながら、各戸に一

緒に訪問したりとか、お客様センターが月に一回

とかずっと回ってますので、職員も合わせて一緒

に行っております。請求権のある５年の間につい

ては、一生懸命徴収に努めているところでありま

すので、今後ともそのように対応をしていきたい

と考えております。 

○委員（宮里兼実）滞納者は滞納者で、行方不

明、さっきも言いましたように、住所を変えて、

どこか同じ市内にいるのか、それとも死亡されて、

そういう方もいらっしゃると思うんですけれども。

やはり、余り不納欠損で５年間辛抱すれば、我慢

をしようという気持ちにならないように、やはり

努力して、回収ができるように頑張ってください。

終わります。 
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○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

△議案第１２３号 決算の認定について

（平成２８年度薩摩川内市浄化槽事業特別

会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１２３号決

算の認定について、平成２８年度薩摩川内市浄化

槽事業特別会計歳入歳出決算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

１２３号決算の認定について、平成２８年度薩摩

川内市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算について、

説明いたします。 

 決算書の２７５ページをお開きください。 

 まず、歳出について、説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、上甑地域の市町村

設置型浄化槽の管理に要する経費で、支出済額は

９０８万８,０４７円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、上

甑地域戸別合併処理浄化槽維持管理業務委託が主

なものでございます。 

 なお、１１節需用費の不用額６３万３,４１１円

は、合併浄化槽・ブロワー等の修繕料の執行残で、

１３節委託料の不用額１０８万５４２円は、浄化

槽維持管理業務委託の執行残でございます。 

 また、９節旅費、１９節負担金補助及び交付金、

２３節償還金利子及び割引料で、それぞれ執行が

なかったのは、地元との協議、水道システム改修

業務委託に伴う負担金、使用料の過誤納還付金が

それぞれなかったことにより、全額未執行となっ

たものでございます。 

 次に、３款１項公債費の支出済額は、１目元金

及び２目利子の合計で５１０万３,１１６円で、施

設整備等に伴う長期債の元利償還金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき２７３ページをお開きくださ

い。 

 １款１項１目１節浄化槽事業分担金は、年度中

の浄化槽への新たな接続がなく、分担金の収入が

なかったものでございます。 

 次に、２款１項１目１節浄化槽排水施設使用料

の収入済額は７１７万６,９６０円で、上甑地区の

浄化槽排水施設使用料でございます。 

 収入未済額６万８,２７０円は、現在、徴収に努

めているところでございます。 

 次に、２項１目１節確認手数料は収入済額０円

で、新設分がなかったものであり、同じく２目１

節督促手数料の収入済額は２,４００円で、収入未

済額１,２００円は、施設使用料の収入未済に係り

ます督促手数料でございます。 

 次に、４款１項１目１節一般会計繰入金の収入

済額は７０１万１,８０３円であります。 

 続きまして、２７７ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額、歳出総額

とも１,４１９万１,０００円で、実質収支額はゼ

ロ円であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止し

てありました議案第１１７号を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

１１７号平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算のうち、下水道課分について、説明いたし

ます。 

 決算書の１３５ページをお開きください。 

 まず、歳出について、説明いたします。 

 ４款２項４目地域下水処理費は、下水処理施設

の維持管理及び小型合併処理浄化槽設置に係る補

助金交付等に係る経費で、支出済額は１億   

８,２７３万５,８２１円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、下

水処理施設管理費において、鹿島浄化センター長

寿命化計画策定業務委託ほか９件、小型合併処理

浄化槽整備補助事業費において、小型合併処理浄

化槽設置整備事業補助金３８２件、平成２８年４

月に水道局お客さまセンターを開所したことに伴

う、上下水道・温泉事業窓口等関連業務委託、ま

た、浄化槽費における浄化槽事業特別会計繰出金

が主なものでございます。 

 1１節需用費の不用額７０万６,１１４円は、永

利・鹿島の浄化センターの光熱水費の執行残が主

なもので、１９節負担金補助及び交付金の不用額

６１５万９,０００円は、小型合併処理浄化槽設置

整備事業補助金の交付実績による執行残が主なも

のでございます。 

 ２８節繰出金の不用額１８６万６,１９７円は、

浄化槽事業特別会計の決算額に伴う執行残であり

ます。 

 また、１５節工事請負費の未執行は、下水処理

施設区域内において、取りつけ管布設工事がなか

ったため、同じく２３節償還金利子及び割引料は

過年度使用料過誤納等に係る還付金がなかったこ

とにより、全額が未執行となったものでございま

す。 

 なお、予備費支出の２７５万６,０００円は、鹿

島浄化センターの前処理施設ポンプの故障が２月

に発生し、緊急に対応するため、予備費から修繕

料に１０７万５,０００円を、委託料に１６８万 

１,０００円をそれぞれ充用し、流量調整槽内に堆

積していた汚泥のしゅんせつ業務委託とポンプ取

りかえ修繕を行ったものでございます。 

 次に、１４７ページをお開きください。 

 ６款３項４目農業集落排水費は、農業集落排水

事業特別会計への繰出金で、支出済額は１億  

２,８２０万５,２３４円であります。 

 ２８節繰出金の不用額４６６万１,７６６円は、

農業集落排水事業特別会計の決算額に伴う執行残

であります。 

 次に、１５１ページをお開きください。 

 ６款５項５目漁業集落排水費は、漁業集落排水

事業特別会計への繰出金で、支出済額は５,５０８

万１,０４５円であり、不用額３４２万６,９５５

円は、漁業集落排水事業特別会計の決算額に伴う

執行残であります。 

 次に、１６９ページをお開きください。 

 ８款５項４目下水道費の支出済額は４億   

４,２４４万３,０９８円であり、内訳につきまし

ては、備考欄記載のとおり、下水道管理費におい

て、職員９人分の給与費、次のページ、１７１ペ

ージをお開きいただき、ポンプ場管理費において、

中郷ポンプ場・平佐ポンプ場維持管理業務委託ほ

か２件及び公共下水道費における公共下水道事業

特別会計繰出金が主なものであります。 

 また、平佐ポンプ場排水ポンプ故障に伴う修繕

料を３月補正予算で計上いたしましたが、年度内

完成が見込めず８４０万円を翌年度へ明許繰り越

しいたしました。なお、本年４月末には修理が完

了し、６月末で事業完了しております。 

 なお、以上説明しました歳出執行に当たって、

５０万円以上の予算流用で対応いたしました状況

について、説明いたします。 

 別冊の議会資料の８ページをごらんください。 

 下水道課における５０万円以上の節間流用は、

番号８１番で、公共下水道事業特別会計の歳入不

足が生じるため、一般会計から繰出金の増額を行

う必要があり、事項ポンプ場管理費の１３節委託

料から事項公共下水道費の２８節繰出金に１５３
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万円を流用して執行したものでございます。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で

あります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

決算書の１７ページをお開きください。 

 １４款１項３目１節衛生使用料のうち、下水道

課分の収入済額は２,１４７万３,４９０円であり、

永利処理区及び鹿島処理区の下水道施設使用料で

ございます。 

 収入未済額２２万２００円は、全額下水道課分

の下水道施設使用料であり、現在、徴収に努めて

おります。 

 次に、２１ページをお開きください。 

 同じく６目３節都市計画使用料のうち、下水道

課分の収入済額は６,１７０円で、備考欄は次のペ

ージ２３ページをお開きいただき、備考欄、一番

下の都市下水路占用料でございます。 

 次に、２７ページをお開きください。 

 ２項３目１節衛生手数料のうち、下水道課分の

収入済額は２万２,０００円で、次のページ、２９

ページ備考欄のとおり、排水設備計画確認等手数

料が主なものでございます。 

 同じく２節督促手数料の収入済額は１万   

９,２００円で、収入未済額２,９００円は、衛生

使用料の収入未済に係ります督促手数料でありま

す。 

 次に、３５ページをお開きください。 

 １５款２項３目２節清掃費補助金の収入済額は

３,１０９万５,０００円で、小型合併処理浄化槽

設置整備事業補助金に係ります国の循環型社会形

成推進交付金であり、補助率は、本土が３分の１、

甑島が２分の１であります。 

 次に、４３ページをお開きください。 

 １６款２項３目３節清掃費補助金の収入済額は

２,９４１万１,０００円で、小型合併処理浄化槽

設置整備事業補助金に係る県の浄化槽整備事業交

付金であり、補助率は、基本補助率本土分３分の

１、離島分４分の１となっております。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 １７款１項２目１節利子及び配当金のうち、下

水道課分の収入済額は１,７５９円で、備考欄は 

５５ページをお開きいただき、備考欄の下から３

番目の下水道整備貸付基金利子収入でございます。 

 続きまして、財産に関する調書について説明い

たしますので、３７６ページをお開きください。 

 出資による権利のうち、下水道課分は、下から

４番目の県環境検査センター出捐金１１５万円で

決算年度中の増減はありません。 

 次に、３８１ページをお開きください。 

 運用基金の表中下水道課分は、一番下の下水道

整備貸付基金で、基金の総額は１億２,０００万円

で、決算年度中の増減はありません。 

 次に、基金の運用状況について、説明いたしま

すので、３８９ページをお開きください。 

 下水道整備貸付基金は、下水道への接続推進を

図るため、無利子の貸付制度として運用しており、

貸付の対象は、下水道施設へ接続するための排水

設備改造工事に係る経費でございます。 

 （５）の貸付の状況のとおり、平成２８年度中

の貸付は、１件８５万９,０００円で、平成２８年

度末の基金の貸付残高は２６６万５,０００円とな

っております。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（橋口 芳）鹿児島県浄化槽推進市町村

協議会の負担金が２８万６,０００円となっている

んですが、この内訳はどんな内訳になってるんで

しょうか。 

○主幹兼管理グループ長（野元正文）決算資料

１の８８ページに、負担金のほうに書いてござい

ますが、均等割と整備実績割のほうの金額で２８

万６,０００円というふうになっております。 

 負担金の会費は、正会員が定額で２万円となっ

ております。そして、平成２７年度の実績基数に

７００円を掛けまして、平成２７年度が３８０基

でしたので、７００円掛けまして２６万６,０００

円、合計２８万６,０００円の負担金となっており

ます。 

○議員（橋口 芳）一般市民は、浄化槽を設置

したら、毎年専門の業者に頼んで、浄化槽の点検

をしてもらっているんですが、鹿児島県の環境管

理センターというなんかちょっといかがわしい、

私は余り好きじゃないんですけど、そういうセン
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ターが点検に来るんです。あの関係とどういう関

係があるんですかね。 

○下水道課長（徳重勝美）通常、浄化槽を設置

しておりますと、業者の方が月々点検に来られま

す。また、それとは別に、法で、その浄化槽自体

が適正に保たれているかということで、その業者

の方々が検査をされるのが、その元でございます。 

 今、ちなみに、三年に一回、県のほうから検査

に来られる状況となっております。 

○委員長（福元光一）また後で聞きにいってく

ださい。 

○議員（橋口 芳）また後で教えてください。 

○水道局長（新屋義文）先ほど公共下水道のと

きに、給与費１,０００万円ということでございま

したが、資料に基づいて、御説明いたしたいと思

いますので、決算附属書の２１４ページをお開き

いただきたいと思います。 

 給与費明細書ということでございまして、  

下の表に、特別会計で、公共下水道事業というこ

とで、職員数１名と書いてございます。 

 その内訳として、給料、職員手当と共済費とご

ざいますが、この職員手当等のところで、時間外

勤務手当があるということで申しましたが、１１

名に対する時間外勤務手当も含んでいるというこ

とで、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、下水道課を終わります。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設政策課の審査

を行います。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）まず、建設政策課関係の

決算の概要について、部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、ただいまか

ら建設部６課１室の審査のほう、よろしくお願い

を申し上げます。 

 まず、建設部全体といたしまして、平成２８年

度予算額が５９億６,６００万円、決算額で４９億

５,９００万円で、執行率が８３.１％でありまし

た。 

 これは、前年度より６ポイントほど下がってお

りますが、原因といたしましては、建設整備課の

駅前白和線の繰り越し、建設維持課の開戸橋など

の橋梁長寿命化に伴います繰り越し、建築住宅課

の川北地区借り上げ型市営住宅建設などの大型物

件の繰り越しが重なったものでございました。 

 なお、予算額といたしましては、平成２７年度

が５７億円、平成２８年度が５９億円と、２億円

ほど多かったことを御説明させていただき、建設

政策課の主要事項報告について、説明させていた

だきたいと思いますが、決算附属書の１３８ペー

ジをごらんいただきたいと思います。 

 まず、用地の関係で、用地グループにおきまし

て、土地の取得及び登記の促進に努めてまいりま

した。 

 地籍調査事業が完了をいたしましたが、地籍の

成果のデータや基準点座標等を管理しておりまし

て、家屋調査士や建設業協会から測量等に多数の

請求があり、開示の手続などを行っております。 

 また、未登記土地の処理につきまして、公共嘱

託登記協会に委託をしながら、進めております。 

 なお、他の課で実施をしております道路整備、

公園、区画整理等に伴います用地買収や登記事務

全てを受け入れて処理をしているところでござい

ます。 

 川内川改修につきましては、それぞれの期成会

で、国の関係機関へ要望活動を展開し、大小路地

区の市街部改修につきましても、用地買収はほぼ

完了をしたところでございます。 

 南九州西回り自動車道も阿久根市と立ち上げま

した阿久根川内道路建設促進協力会を中心に、要

望を展開し、阿久根インターから（仮称）西目イ

ンター間は、既に用地買収に入っているところで

ございます。 

 今後、水引インターから西方までの区間につき

ましても、早期に用地買収に入っていただくよう

に、鹿児島国道事務所と密接な連携を取りながら、

進めているところでございます。 

 このほか、藺牟田瀬戸架橋の建設など、県事業

につきましても、建設政策課が窓口となりまして、

対応をいたしております。詳細につきましては、

課長のほうから説明がございますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

○委員長（福元光一）引き続き、当局の補足説
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明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）それでは、議案第

１１７号決算の認定について、平成２８年度薩摩

川内市一般会計歳入歳出決算のうち、建設政策課

分について、御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、決算書

の９７ページをお開きください。 

 一番下の２款１項１３目地籍調査費の支出済額

７,１１５万６,６１３円は、地籍調査事業に係る

経費と、市道等の用地取得並びに本市未登記解消

に向けた経費が主なものであります。 

 支出の内容でありますが、備考欄記載のとおり、

事項地籍調査事務費において、地籍調査関係職員

の給与費及び、次のページの備考欄です。公共嘱

託登記業務委託ほか１０件と、事項用地管理事務

費において、行政事務嘱託員報酬、用地関係職員

の給与費及び公共嘱託登記業務委託ほか１４件が

主なものであります。 

 不用額についてでありますが、１３節委託料の

不用額１６１万２,４６７円は、公共嘱託登記業務

委託料の執行残で、地籍図修正業務及び登記調査

業務等の実績によるものであります。 

 次に、１５９ページをお開きください。 

 ８款１項１目土木総務費の支出済額２億   

３,９６７万１,５０５円は、職員の人件費など一

般管理経費及び道路関係の要望活動等に要した経

費であります。 

 支出の内容でありますが、備考欄記載のとおり、

事項土木総務費において、建設部関係職員の給与

費並びに鹿児島県市町村社会基盤整備推進協議会

負担金ほか８件が主なものであります。 

 なお、各期成会・協議会等の負担金の額につき

ましては、それぞれ均等割、人口割並びに延長割

等で決定されております。 

 次に、不用額についてでありますが、３節職員

手当等の不用額３２９万１,８２０円は、時間外勤

務手当の執行残が主なもので、建設部全体の時間

外勤務手当を建設政策課で予算措置し、各課、各

支所に配分しておりますことから、各課、各支所

の時間外勤務手当の実績による執行残であります。 

 次に、１６３ページをお開きください。 

 ８款３項１目河川総務費の支出済額１億   

４,５４８万７,７９４円のうち、建設政策課分は

１８３万６,８００円であります。 

 支出の内容でありますが、各種期成会への負担

金や、河川改修関係の要望活動並びに総会等への

出席に要した経費で、備考欄記載のとおり、事項

河川管理費において、川内川下流改修促進期成会

分担金及び川内市街部改修促進期成会補助金等が

主なものであります。 

 次に、１６５ページをお開きください。 

 ８款４項１目港湾総務費の支出済額７,８４６万

３ ,４９７円のうち、建設政策課分は４１万   

８,９３０円であります。 

 支出の内容でありますが、各種協議会等への負

担金や港湾関係の要望活動並びに総会等への出席

に要した経費で、備考欄記載のとおり、事項港湾

総務費において、日本港湾協会会費ほか２件が主

なものであります。 

 次に、１６７ページをお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費の支出済額１億 

２,５８７万７,８６５円のうち、建設政策課分は

６５万６,６９０円であります。 

 支出の内容でありますが、南九州西回り自動車

道の建設促進に係る協議会等への負担金や要望活

動並びに総会等への出席に要した経費で、備考欄

中ほどに記載のとおり、事項南九州西回り自動車

道建設促進事業費において、同自動車道建設促進

期成会負担金ほか２件が主なものであります。 

 なお、このほか２件の負担金でありますが、こ

の中には、平成２７年度新規事業化となった阿久

根川内道路建設促進協力会の負担金が含まれてお

りますが、同協力会において、事業の促進を図る

ため阿久根市と薩摩川内市に、現地対策本部を設

置することとなりました。 

 つきましては、明日、１５時３０分から、建設

政策課前において、同協議会の副会長である岩切

市長と同じく監事であられます新原議長出席のも

と、現地対策本部看板設置式を予定しております

ので、御報告いたします。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき、２７ページをお開きく

ださい。 

 １４款２項１目１節総務手数料の収入済額  

５,２５８万６,９５０円のうち、建設政策課分は、

備考欄一番下の地籍成果品交付手数料７３万  

３,９８０円であります。 

 この手数料につきましては、地籍調査の成果品
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であります一筆座標、多角点座標及び多角点網図

の交付手数料になります。 

 なお、今回から説明を求められておりました 

５０万円以上の流用につきましては、建設政策課

はございませんでした。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設政策課を終わります。 

 ここで休憩いたします。再開は１３時といたし

ます。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５７分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後 ０時５９分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△建設整備課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設整備課の審査

を行います。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）まず、建設整備課関係の

決算の概要について、部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）建築整備課でございま

すが、附属書は１４１ページからになります。 

 市道の整備推進では、駅前白和線の整備事業を

行ってまいりまして、既に上部工も終わりに近づ

き、本年度中の開通見込みとなってまいりました。 

 甑地域におきましては、中甑江石線の整備を継

続して進めてまいりましたが、本年度中に開通の

見込みとなってまいりました。 

 鹿島の鳥ノ巣線も、用地の協力をいただいた部

分から整備を進め、展望所へのアクセスを向上さ

せてまいりました。いずれも国庫補助対応であり

ます。 

 また、市内全域から要望のあります道路整備と

いたしましては、馬場掛川線ほか１９路線の整備

を行っております。 

 電源立地校区振興事業といたしまして、寄田と

久見崎地区でそれぞれ１路線ずつ継続事業を展開

してまいりました。 

 県道の整備におきましては、川内祁答院線など

６路線の整備につきまして、それぞれ負担金を支

出しております。 

 港湾整備におきましても、川内港、里港、長浜

港について、それぞれ負担金を支出いたしており

ます。 

 公園整備におきましては、市内の都市公園、普

通公園、農村公園につきまして、指定管理者に委

託をしながら維持管理、運営に努めております。

公園長寿命化計画に伴う老朽化施設の更新にも努

めてきたところであります。 

 詳細につきましては、課長から説明がございま

す。 

○委員長（福元光一）引き続き、当局の補足説

明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、議案第

１１７号平成２８年度薩摩川内市一般会計、歳入

歳出決算書の建設整備課分について説明いたしま

す。 

 まず、歳出のほうから説明いたしますので、決

算書の１４５ページをお開きください。 

 ６款３項１目農業土木総務費のうち、建設整備

課分は、右側のページの備考欄下段の農村公園管

理費で支出済額１,１０７万８,３２１円で、矢立

農村公園指定管理料ほか９件の委託料などに要し

た経費です。 

 次に、１６１ページをお開きください。 

 ８款２項３目道路新設改良費のうち、建設整備

課分は支出済額４億２,１２１万４,５６２円です。

なお、道路整備に係る事業費の一部、１億   

５,５９３万４,０００円を平成２９年度に繰り越

しております。 

 右のページの備考欄をごらんください。一般道

路整備事業費、次のページの１６４ページをお開

きください、備考欄の下段の中甑江石線整備事業

費、鳥ノ巣線整備事業費などの関連する工事費や
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委託費及び用地購入費などに要した経費です。 

 次に、１６５ページをお開きください。 

 ８款４項１目港湾総務費のうち、建設整備課分

は右側のページの備考欄の港湾県営事業負担金で、

支出済額７,３７３万９,０００円です。これは、

県が施行する川内港、長浜港、里港に係る港湾整

備に伴う負担金として支出したものです。 

 次に、１６７ページをお開きください。 

 ８款５項２目街路費のうち、建設整備課分は右

側のページの備考欄の駅前白和線整備事業費で、

支出済額１億８,４２４万８,２８６円です。なお、

整備に係る事業費の一部、４,７４０万３,０００

円を平成２９年度に繰り越しております。次のペ

ージの１７０ページをお開きください。備考欄に

記載のとおり、本事業に係る工事費や下水道施設

移設補償費等に要した経費です。 

 次に、１７１ページをお開きください。 

 ８款５項５目公園緑地費の支出済額３億   

６,６２０万２,１０４円です。なお、公園整備に

係る事業費の一部、６,０６２万３,０００円を平

成２９年度に繰り越しております。右側のページ

の備考欄に記載のとおり、公園管理事業費、総合

運動公園整備事業費、三堂公園整備事業費で、公

園の指定管理料や工事及び委託料並びに用地購入

費などに要した経費です。 

 ここで、未執行について説明いたしますので、

１７１ページの２２節補償、補填及び賠償金のと

ころで、執行額がゼロになっていますので、これ

についてはちょっと説明いたします。 

 これにつきまして、鹿島地域にある鳥ノ巣展望

所を県が、魅力ある観光地づくり事業により、遊

歩道などの施設整備に伴い、工事に支障になる電

話柱の移設が必要ということから、この移設費に

ついて展望所の管理である市が執行することでＮ

ＴＴ、県、市の３者で協議が整っていたが、県が

整備の範囲を縮小したために、今回電話柱の移設

を行わなかったことから、執行いたしませんでし

た 

 次に、２０７ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

のうち、建設整備課分の支出済額は１０４万  

４,０９６円です。右側のページの備考欄の中段付

近をごらんください。建設整備課分の台風などに

より被害を受けた東郷平和公園倒木除去作業業務

委託や、施設修繕に要した経費です。 

 なお、以上説明いたしました支出執行に当たっ

て、５０万円以上の予算流用で対応いたしました

状況について説明いたします。 

 別冊の議会資料、５０万円以上の節間流用一覧

表をごらんください。議会資料の４ページをごら

んください。 

 本課における５０万円以上の節間流用は、４ペ

ージの４０番から５ページの４８番までの９件で

あります。４０番から説明いたしますので、よろ

しくお願いします。 

 ４０番は、入来町の黒武者線で用地測量に変更

の必要があり、事項一般道路整備事業費の２２節

補償、補填及び賠償金から同事項１３節委託費に

８５万円予算を流用し、予算執行したものです。 

 ４１番は、川永野町のエコパーク鹿児島周辺地

域振興事業で、川永野鹿角川線の道路線形変更に

より建物等調査の必要が生じたため、事項一般道

路整備事業費の１５節工事請負費から、同事項 

１３節委託費に１９４万６,０００円を流用し、予

算執行したものです。 

 ４２番は、駅前白和線の新地橋架設のための橋

梁下部工事の再積算を行ったところ、予算が不足

したため、事項駅前白和線整備事業費の２２節補

償、補填及び賠償金から、同事項１５節工事請負

費に１９７万５,０００円予算流用し、予算執行し

たものです。 

 次のページの５ページをごらんください。 

 ４３番は、風雨により破損した公園施設を修繕

する必要があったため、事項総合運動公園整備事

業費の１３節委託料から、事項公園管理事業１１

節需用費に２０４万３,０００円予算流用し、予算

執行したものです。 

 ４４番は、寄田町の新田大山線で、切土法面施

工において、植生マット工への変更の必要が生じ

たため、事項一般道路整備事業費の２２節補償、

補填及び賠償金から、同事項１５節工事請負費に

２７６万２,０００円予算流用し、予算執行したも

のです。 

 ４５番は、百次町の百次・今村線ほか１路線で、

道路改良工事のための測量設計業務委託の再積算

を行ったところ、予算が不足したため、事項一般

道路整備事業費の１節工事請負費から同事項１３

節委託料に３２５万５,０００円予算流用し、予算
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執行したものです。 

 ４６番は、川永野町のエコパーク鹿児島周辺地

域振興事業で、川永野鹿角川線の道路線形変更に

より測量設計業務の必要が生じたため、事項一般

道路整備事業費の１５節工事請負費から同事項 

１３節委託費に４５６万円予算流用し、予算執行

したものです。 

 ４７番は、川永野町に県が整備した産業廃棄物

管理型最終処分場の建設に伴う地区振興事業で、

隈之城地区多目的公園の土地購入を進めており、

土地所有者から用地買収への早期対応に応えるた

め、また公園整備の進捗を図るために用地取得す

る必要が生じたため、事項公園管理事業費の２２

節補償、補填及び賠償金から同事項１７節公有財

産購入費に５００万円予算流用し、予算執行した

ものです。 

 ４８番は、４７番と同じ理由により、公園整備

の進捗を図るために用地取得する必要が生じたた

め、事項公園管理事業費の１３節委託料から同事

項１７節公有財産購入費に５３４万円予算流用し、

執行したものです。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 続きまして、歳入について説明いたします。決

算書の１９ページをお開きください。 

 １４款１項４目農林水産使用料、１節農業使用

料で、建設整備課分は、右側の備考欄の中段あた

りに記載の建設整備課分で、収入済額１万   

２,０３０円です。これは東郷町の藤川ふれあい交

流公園ほか、農村公園内にある電柱等の使用料で

す。 

 次に、２１ページをお開きください。 

 １４款１項６目土木使用料、３節都市計画使用

料で、建設整備課分は、右側の２２ページの備考

欄に記載の建設整備課分で、収入済額１,５７８万

１,８１８円です。なお、次のページの２４ページ

の備考欄もあわせて御参照ください。主なものは

寺山レストハウス及びポニー乗馬などや隈之城川

公園駐車場使用料の駐車料金です。 

 次に２９ページをお開きください。 

 １４款２項６目土木手数料、１節土木手数料で、

右側ページの備考欄に記載の建設整備課分で、収

入済額６２０円です。諸証明手数料でボランティ

ア実績などの証明に係る手数料です。 

 次に、３５ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金、１節道路橋梁補

助金で、右側ページの備考欄に記載の建設整備課

分で、収入済額２,９８２万３,０００円です。収

入未済額は２,０４７万２,０００円で、馬場掛川

線ほか２路線に係る事業費の一部を翌年度に繰り

越したため生じたものです。この社会資本整備総

合交付金は馬場掛川線ほか２路線の整備に伴う補

助金で、補助率は本土地域は５５％で、甑地域が

６０％です。 

 次に、下段の２節都市計画事業費補助金で、右

側ページの備考欄に記載の建設整備課分で、収入

済額は５,３０１万４,０００円です。この社会資

本整備総合交付金は駅前白和線の整備に伴う補助

金で、補助率は５５％です。 

 次に、下段の３節公園緑地事業費補助金で、収

入済額７１４万２,０００円です。収入未済額は 

２,１８５万２,０００円で、公園施設長寿命化事

業に係る事業費の一部を翌年度に繰り越したため

生じたものです。右のページの備考欄の社会資本

整備総合交付金の補助金で、補助率は５０％です。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 １６款２項６目土木費補助金、６節都市計画費

補助金で、収入済額１,５９７万円です。右側のペ

ージの備考欄に記載のとおり、特定離島ふるさと

おこし推進事業補助金で、鹿島町の夜萩円山公園

の施設整備に伴う県からの補助金です。 

 次に５１ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸

付収入で、建設整備課分は５４ページをお開きく

ださい。備考欄の中段あたりに記載の建設整備課

分で、収入済額１４５万７,８７３円です。公園内

に設置してある自動販売機などの貸地料です。 

 次に、５５ページをお開きください。 

 １７款２項２目物品売払収入、１節物品売払収

入で、建設整備課分は５８ページをお開きくださ

い。備考欄の上段あたりに記載の建設整備課分で、

収入済額は２４９万７,９００円です。祁答院町の

矢立農村公園のニジマスの売払収入です。 

 次に、６１ページをお開きください。 

 ２１款４項２目土木費受託事業収入、１節道路

事業受託事業収入で、収入済額７０７万９,０００

円です。収入未済額は３８６万１,０００円で、エ

コパーク鹿児島周辺地域振興事業に係る事業費の

一部を翌年度に繰り越したため、生じたものです。
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これは、県が施行した産業廃棄物管理型最終処分

場の建設に伴い、市が実施した周辺地域振興事業

に係る県からの受託事業収入です。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入で、建設整備課

分は７２ページをお開きください。備考欄の下段

あたりに記載の建設整備課分で、収入済額４６１

万２,０９６円です。なお、次のページの７４ペー

ジの備考欄もあわせて御参照ください。主なもの

は電気、水道実費収入金及び川内駅西口・東口駅

前広場管理受託収入などです。 

 以上で、歳入について、説明終わります。 

 次に、財産に関する調書について説明いたしま

す。 

 ３７３ページをお開きください。表の区分の行

政財産の公共用財産の公園緑地帯の欄をごらんく

ださい。 

 まず、土地について、５６万４,３９０.１３平

方メートルの増と、２７万３,０３１.２８平方メ

ー ト ル の 減と な っ ており 、 増 減 は２ ９ 万    

１,３５８.８５平方メートルの増となり、決算年

度末現在高が２６３万２,８９３.２７平方メート

ルとなります。これは、祁答院地域が地籍調査に

より、地籍が確定したことに伴い、藺牟田池自然

公園の面積が大幅にふえたことが主なもので、ま

た厚生園跡地の所管がえ及び隈之城地区多目的公

園などによる増分です。また、減分の主なものは

吉野山公園を廃止し、地域政策課へ所管がえした

ことによります。 

 建物について、合計欄で２０.７０平方メートル

の増と、３,５１５.０８平方メートルの減となっ

ており、増減は３,４９４.３８平方メートルの減

となり、決算年度末現在高が２万７,８０３.０５

平方メートルとなります。これは、西開聞都市緑

地のトイレ等の増分で、また減分は藺牟田池自然

公園内のバンガローなどの所管がえや、表の下記

米印のとおり、建物と工作物を区分したことによ

り、あずまやなどを除外したことによります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（大田黒 博）この流用の関係で、節間

流用等においては議会の議決等は必要ないという

ような形でものが進んでいて、今年度決算におい

て初めて、こういう流用等が出てきておるんです

けれども。今、説明をいただきましたけれども、

２００万円以下においてはなんですけど、この 

４６、４７、４８あたりの４５６万円、５００万

円、５３０万円と御説明をいただきましたけれど

も、通常、我々が考えたときに、予算減額したり、

また再度、査定のし直しをしたりというのが本筋

じゃないかなとも思ったりもするんですけれども。 

 そういうところの流れ、内容が少し把握できれ

ば、説明いただければと思います。 

○建設部長（泊 正人）特に道路事業において、

４００万円とかそういうのが出てまいりますが、

当初で同じ費目の中で工事請負費、補償費、委託

料というふうに予算づけをしておるんですけれど

も、用地を買う予定であったところがどうしても

地権者の都合により、年度内の契約が無理という

ようなところで、逆に既に用地買収が済んでおっ

たところの工事を、工事請負費に回せば、それだ

け事業効果が発揮できるというような中での、一

つの路線の中での入れかえをしたりはしておりま

す。 

 また、委託料につきましては、当然、地権者が、

交渉が不調に終わって、どうしても線形を変えな

いといけないような場合にやはり、大きな委託料

が発生するということで、こういう流用が発生を

しておりまして、別のところから持ってくるもの

ではなくて、一つの路線内での一事業の中での補

償費、あるいは工事請負費のやりとりになってお

ります。 

 できるだけ、これがないように精査しながら進

めていきたいと思っております。今後とも…。 

○委員（大田黒 博）ます流用においては、担

当部署を置いて、課長以下、部長がこういう決定

をするんでしょうけれども、財政とのやりとりは

あるんでしょうか。 

○建設部長（泊 正人）毎回、財政課と協議を

して、進めさせていただいております。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、建設整備課を終わります。 

────────────── 

△建設維持課の審査 

○委員長（福元光一）次は建設維持課の審査に
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入ります。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）まず、建設維持課関係の

決算の概要について、部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）次は建設維持課でござ

います。 

 附属書が１４４ページからになります。市道の

維持管理につきましては、年間１,０００件を超え

る要望に対しまして、予算の制限もございますが、

大体９割については対応できているところでござ

います。 

 境界の確認やガス、水道など、各種専用申請が

あり、それぞれ対応をしてまいっております。 

 交通安全対策につきましても、春と秋の交通安

全週間中に実施される道路診断結果等を参考にし、

各箇所について交通安全施設の設置を実施してま

いりました。 

 橋梁維持補修事業につきましては、長寿命化計

画に基づき、国の補助の範囲内で進めているとこ

ろでございます。事業費がかなり上がりますので、

進捗が思うようにいかないところが課題でありま

すが、他市町とも同様であり、連携しながら関係

機関へのこの橋梁長寿命化に対します予算の要望

も続けているところでございます。 

 災害対策につきましては、急傾斜地崩壊対策事

業や内水対策中長期ビジョンに基づき、浸水被害

解消のため、排水路整備を進めてまいりました。

年度内に発生いたしました公共土木災害復旧事業

につきましては、２０件を実施をしたところでご

ざいます。 

 それでは、この後、課長のほうが詳細に説明を

いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）引き続き、当局の補足説

明を求めます。 

○建設維持課長（内田俊彦）それでは、議案第

１１７号決算の認定について、平成２８年度一般

会計歳入歳出決算にかかわる建設維持課分につい

て御説明申し上げます。 

 まず、歳出について説明いたしますので、一般

会計歳入歳出決算書の１６１ページをお開きくだ

さい。 

 上段になります８款２項１目道路橋梁総務費で、

支出済額１億３,１２７万７,７４６円であります。 

 支出の主な内容は、備考欄に記載の道路橋梁総

務費では職員の給与費、また道路橋梁附帯設備管

理費では、冷水橋橋梁照明施設取替修繕工事ほか、

２１件など支出いたしました。不用額につきまし

ては、２２節補償、補填及び賠償金で、これは道

路瑕疵による賠償金で、案件がなかったことによ

る残となっております。 

 次は、その下になります８款２項２目道路維持

費で、支出済額８億１,８７０万２,００２円であ

ります。 

 支出の主な内容は、備考欄の道路維持補修班の

人件費、道路愛護作業謝金、要望などにかかわる

道路の維持修繕工事や、伐採業務委託などに支出

したものであります。不用額につきましては、 

１１節需用費で電気料や燃料費等の執行残による

ものでございます。また、全く使用しなかったも

のとして、１９節負担金及び交付金で、新たな道

路維持補修嘱託員の草刈り機の取り扱い講習会を

計画しておりましたが、対象者がなかったことに

よるものでございます。 

 次は、その下になります８款２項３目道路新設

改良費で、支出済額４億４,１２１万３,２５８円

のうち、建設維持課分は１６４ページをお開きく

ださい。１６４ページ、備考欄の上から１５行目

付近に記載の交通安全施設単独事業費の１,９９９

万８,６９６円でございます。内容は、交通安全施

設のガードレール、カーブミラー、区画線などの

設置をしております。 

 次は、左の１６３ページになります。中段付近

になります、８款２項４目橋梁維持費で、支出済

額２億４,４２８万１２０円であります。支出の主

な内容は、備考欄の杭木橋拡幅工事ほか１９件の

工事に支出したものであります。 

 次は、その下、８款３項１目河川総務費で、支

出済額１億４,５４８万７,７９４円のうち、建設

維持課分は１億４,３６５万９９４円です。 

 支出の主な内容は、備考欄記載の河川管理費で

は水門管理人報酬、それから１６６ページをお開

きください、備考欄の上段に記載の河川愛護謝金、

それから準用河川などの伐採業務委託に支出して

おります。河川施設管理費では、普通河川の寄洲

除去や半崎川の護岸整備等の支出になります。排
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水機場管理費では、排水機場管理人報酬等の支出

となります。急傾斜地崩壊対策事業費では、牛峯

地区ほか７件の工事請負費に支出しております。 

 不用額につきましては、１６３ページに戻って

いただき、１節報酬で、これは水門管理人の報酬

で、管理する樋門が減ったことなどによるもので

ございます。また、１１節需用費で、これは修繕

料で、水門などの修繕に至る案件が少なかったも

のによるものでございます。 

 次は、１６５ページになります。中段付近にな

ります。８款３項２目河川改良費で、支出済額 

４,５９０万円であります。主な支出の内容は、備

考欄の特定離島排水路整備事業費で、里地区での

排水対策の整備にかかわる支出であります。 

 次も、その下になります８款４項１目港湾総務

費で、支出済額７,８４６万３,４９７円のうち、

建設維持課分は４３０万５,５６７円です。 

 主な支出の内容は、備考欄の港湾総務費では江

石港港湾長寿命化計画策定業務委託を実施し、港

湾排水機場管理費では、里町の荒切川排水機場の

管理人報酬に支出しています。 

 次は１７５ページの下段になります。９款１項

５目水防費でございます。支出済額２７万   

１,０４１円であります。これにつきましては、水

防倉庫１８カ所に土のう、ブルーシートなどの水

防資材を出水対策として購入したものでございま

す。 

 次は、１７７ページの上段になります。９款１

項６目災害対策費については、支出済額５億  

２,４３１万５,６１２円のうち、建設維持課分は

１億４,８７８万３,４２０円です。 

 主な支出の内容は、備考欄の災害予防応急対策

費で、下から１０行目付近になります上五代地区

排水路整備工事ほか９件の工事及び特別災害復旧

補助金９１件などに支出しています。不用額につ

きましては、１９節負担金補助及び交付金で、 

６２０万４,７８１円のうち、建設維持課分は  

４６２万７,０００円です。これは特別災害復旧補

助金の執行残によるものです。 

 次は２０５ページをお開きください。 

 中段付近になります。１１款２項１目現年公共

土木災害復旧費で、支出済額１億１ ,４５４万  

３,７８５円であります。主な支出の内容は、備考

欄の職員給与費と災害復旧工事２０カ所の工事請

負費でございます。 

 次は、その下になります１１款２項２目現年単

独土木災害復旧費で、支出済額８ ,１３４万   

３,９８７円であります。主な支出の内容は、備考

欄に記載の市道寄田・上野線の単独災害復旧工事

ほか１３４件の工事請負費になります。 

 なお、以上説明いたしました歳出の執行に当た

りまして、５０万円以上の予算流用で対応いたし

ました状況について説明いたします。 

 別冊の議会資料の５０万円以上の節間流用一覧

を御準備ください。議会資料の５ページをごらん

ください。 

 建設維持課における５０万円以上の節間流用は

４９番から５３番までの５件になります。それぞ

れ御説明いたします。 

 ４９番は川内駅東西通り線に設置してあります

防犯カメラの画像を２週間分保存する機器が故障

により、画像を保存できなくなり、交換が必要と

なりました。備品購入費の予算が不足となったこ

とから、事項道路維持費の１１節需用費から同事

項１８節の備品購入費に７９万８,０００円を流用

し、執行しています。 

 ５０番は田海橋の橋台の設置工事に伴い、予期

しない流出が確認され、当初予定していた掘削幅

では作業ができず、計画より大きく掘削しなけれ

ばならなくなりました。しかし、大きく掘削する

には九電柱が支障となり、その電柱の移設が生じ

ましたが、補償、補填及び賠償金の予算が不足と

なったため、事項道路維持費の１１節需用費から

同事項２２節補償、補填及び賠償金へ８４万  

３,０００円を流用し、執行いたしました。 

 ５１番は橋梁点検業務を実施したところ、護岸

に大きな亀裂が生じている箇所が確認されたこと

から、急遽補修する必要が生じましたが、工事請

負費が予算不足したことから、事項道路橋梁附帯

設備管理費の需用費から同事項１５節の工事請負

費に１１０万円を流用し、執行いたしました。 

 ５２番と５３番は河川のしゅんせつや伐採が必

要となった箇所が確認されたことから、工事請負

費の予算が不足となったため、事項河川管理費の

１１節需用費から事項河川施設管理費１５節工事

請負費に合計２８０万円を流用し、執行いたしま

した。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で
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ございます。 

 以上で、歳出の説明を終わり、引き続き、歳入

について御説明申し上げます。 

 決算書の１３ページをお開きください。 

 下段付近になります。１２款１項１目１節交通

安全対策特別交付金で、収入済額１ ,４８６万  

５,０００円です。これは道路交通法に基づく交通

違反について、県から交付されたものでございま

す。 

 次は、２１ページになります。下のほうになり

ます、１４款１項６目土木使用料の１節道路橋梁

使用料で、収入済額３,６７２万５,８１２円です。 

 これは備考欄に記載の道路占用料と法定外公共

物使用料で、市道や里道などに占有をしている九

電柱、ＮＴＴ柱、ガス管などの道路占用料と使用

料でございます。 

 次は２３ページをお開きください。 

 教育使用料の上になります。同目５節港湾施設

使用料で、収入済額７万７,７７７円です。これは

市が管理しております上甑の桑之浦港と江石港に

おける使用料でございます。 

 次は同じくその下、６節河川使用料で、収入済

額１万７,３３０円については、河川敷地内におけ

る九電、ＮＴＴ柱などの占用料であります。 

 次は、２５ページをお開きください。 

 下段になります、１４款１項８目消防使用料で、

収入済額９万４,４８０円です。建設維持課分につ

いては、２６ページの一番下から２８ページの上

段備考欄の行政財産使用料の２万４,２１０円で、

内容といたしましては、宮内水防倉庫の一部の敷

地を中越パルプに貸し付けているものでございま

す。 

 次は２９ページをお開きください。 

 中段付近になります。１４款２項６目１節土木

手数料で、収入済額１,０７８万５,６２０円のう

ち、建設維持課分については、備考欄の諸証明手

数料になります。これは建築許可の申請等に必要

な市道の幅員証明等の３６件の諸証明手数料にな

ります。 

 次は、３１ページをお開きください。 

 下から３行目付近になります。国庫負担金にな

ります。１５款１項４目１節公共土木災害復旧費

負担金になります。収入済額５,０９８万円です。 

 これは、備考欄の現年公共災害分の１３件の完

成と２件の前払い金に係る国庫負担金、それと 

平成２８年度へ繰り越した公共土木災害の国庫負

担金であります。収入未済額３ ,２６５万    

２,０００円につきましては、年度内完成が見込め

ず、平成２９年度に繰り越した工事３カ所の補助

金でございます。 

 次は、３５ページをお開きください。 

 中段付近になります。国庫補助金です。１５款

２項６目土木費補助金の１節道路橋梁費補助金で

す。 

 収入済額は１億４,０５７万１,０００円のうち、

建設維持課分は備考欄記載の防災安全交付金の 

１億１,０７４万８,０００円です。これは橋梁長

寿命化修繕計画に係る国庫補助金でございます。

収入未済額１億２,２６１万９,０００円のうち、

建設維持課分は１億２１４万７,０００円です。こ

れは年度内完成が見込めず、平成２９年度に繰り

越した工事７件分の補助金でございます。 

 次は、３７ページをお開きください。 

 下から３行目付近になります、国庫委託金です。

１５款３項３目１節河川費委託金で、収入済額 

１,３５２万２,９８７円です。これは国土交通省

所管の水門、それと排水機場の管理委託金でござ

います。 

 次は、４７ページをお開きください。 

 県補助金になります。７目消防費補助金の上の

段の空白部分になります。ここは１６款２項６目

土木費補助金の２節河川費補助金です。収入済額

は６,４１６万円です。 

 これは備考欄記載の急傾斜地崩壊対策事業補助

金と特定離島ふるさとおこし推進事業補助金で、

里地区の排水対策の整備に係る補助金でございま

す。収入未済額７３２万円につきましては、急傾

斜地崩壊対策工事において、年度内完成が見込め

ず２９年度に繰り越した２地区の補助金となりま

す。 

 次は５１ページをお開きください。 

 上から３行目付近になります、県委託金です。

１６款３項６目１節河川費委託金で、収入済額 

４３０万８,７００円です。これは備考欄記載の県

が所管する水門の管理委託金などになります。 

 次が同目５節の港湾費委託金で、収入済額  

１５１万２,０００円です。これは県が所管してい

る港湾の里地区の里港へ流れ込む荒切川排水機場
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にかかわる管理委託金でございます。 

 以上で、建設維持課の説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設維持課を終わります。 

────────────── 

△都市計画課の審査 

○委員長（福元光一）次は都市計画課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）まず、都市計画課関係の

決算の概要について、部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、都市計画課

について、御説明を申し上げます。 

 決算附属書は１４６ページになります。 

 平成２６年度より進めてまいりました都市計画

マスタープランの作業が完了いたしまして、関係

機関へ配布、周知をいたしたところでございます。 

 川内川市街部改修事業に伴います都市計画道路

中郷五代線につきましては、受託合併工事協定に

基づきまして、おおむね順調な進捗でありまして、

工事中でありましたおれんじ鉄道アンダー部分の

ボックスも姿をあらわしてきたところでございま

す。 

 川内駅周辺駐車場等の管理につきましては、指

定管理者の委託により、大きなトラブルもなく進

めることができました。屋上部の防水工事を実施

したところでございます。 

 屋外広告物につきましては、違反広告物につい

て指導も行いながら、撤去されないものにつきま

しては、職員が直営で撤去作業を進めております。

景観資源の共有や発掘に努め、重要景観資産など

の認定も行ってきているところでございます。 

 詳細につきましては、課長から説明があります。 

○委員長（福元光一）引き続き、当局の補足説

明を求めます。 

○都市計画課長（伊藤理博）議案第１１７号平

成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算のう

ち、都市計画課分について御説明申し上げます。 

 初めに歳出について、御説明いたします。決算

書の１６７ページをお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費のうち、都市計画

課分は予算現額１億２,６８８万８,０００円に対

し、支出済額は１億２,５２２万１,１７５円です。 

 備考欄の都市計画課分の事項について、主な支

出内容を御説明いたします。備考欄の上のほうに

なりますが、事項都市計画総務費は都市計画審議

会委員の１２人の報酬、それから９人分の職員給

与費、それから昭和通シンボルロード噴水池本体

保守業務委託ほか７件の委託料。電源立地地域対

策交付金事業薩摩川内市公共サイン設置工事ほか

３件が主なものでございます。なお、１節５０万

円以上の不用額はございません。 

 次の事項川内駅周辺地区駐車場管理費はまず川

内駅西口の薩摩川内市営駐車場に係る指定管理料

を歳出しており、それから立体駐車場の屋上防水

工事を行い、利用者の利便性向上に努めておりま

す。また、備品購入としまして、防犯カメラ監視

システム等のハードディスクレコーダー１台の更

新購入を行っております。 

 次に、備考欄中段にあります事項屋外広告物管

理費は、建築士業務嘱託員１人分の報酬が主なも

のでございます。 

 次の事項景観推進費は景観重要資産申請及び登

録における現地においての景観審議会委員の研修

視察経費、それから景観重要資産の４地区コミ協

への補助金と景観案内標識設置工事が主なもので

ございます。 

 次に１６９ページをお開きください。 

 ２目街路費のうち、都市計画課分は予算現額４

億１,２５１万３,０００円に対し、支出済額３億

４,７４０万２,７９１円です。 

 備考欄の中段より上にあります事項中郷五代線

整備事業費の主な支出内容でございますが、中郷

五代線整備事業の用地購入が主なものでございま

す。用地取得業務については、平成２３年１０月

から平成２９年３月までを委託期間とする用地取

得業務等委託契約を薩摩川内市土地開発公社と締

結しており、平成２８年度でおおむね完了いたし

ました。 

 そのほかに負担金として、中郷五代線道路築造

工事の市道拡張部分に係る九州地方整備局への負
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担金でございます。九州地方整備局への負担金に

ついては、国の引堤工事に伴う中郷五代線のつけ

かえ工事に合わせ、市が拡張する道路築造工事部

分についても九州地方整備局で施行しております

が、その受託合併工事の基本協定に基づいて、平

成２８年度の本市分の費用を負担したものでござ

います。 

 また、前年度からの明許繰越分は中郷五代線の

登記業務委託などでございます。 

 なお、１節５０万円以上の不用額でございます

が、執行残のうち、都市計画課分は６,４１０万円

を平成２９年度へ繰り越しておりますが、委託料

で１００万２,６５１円の不用となっております。

うち、逓次繰越分の９９万円の委託料について、

関係機関との調整に長期間を要し、執行できませ

んでした。 

 それから、中郷五代線整備事業の歳出執行に当

たって、５０万円以上の予算流用を行いましたの

で、説明いたします。 

 別冊の資料、５０万円以上の節間流用一覧をご

らんください。５ページの５４番から６ページの

５９番までになります。 

 まず、土地購入費への流用について説明します。 

 ５５番と５８番になります。先ほど土地開発公

社と用地取得業務委託契約によって購入というこ

とで説明しておりましたが、中には交渉に長期を

要する案件もあり、それらの案件については都市

計画課で直接交渉をしており、平成２８年度にお

いて交渉が調い、契約に至ったものについては委

託料及び負担金から計４７９万１,０００円を土地

購入費に流用したものであります。 

 次に、補償費への流用についてです。 

 ５４番、５６番、５７番、５９番です。事業の

進捗が箇所により前後したことから、工程を見直

したところ、土地購入に伴う補償費に加え、ガス、

電柱及び電線等の移設に伴う補償費も必要になっ

たことから、工事請負費と負担金等から補償費へ、

計１,０８４万７,０００円を流用いたしました。 

 以上が、予算流用の状況になります。 

 続きまして、歳入について説明いたします。決

算書の２３ページをお開きください。 

 都市計画課における歳入に関し、収入未済はご

ざいません。１４款１項６目土木使用料、３節都

市計画使用料の都市計画課分は３,０１３万４３０

円です。備考欄の主なものは、上から９番目にな

りますが、川内駅西口駐車場等に係る市営駐車場

使用料です。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 １４款２項６目土木手数料、１節土木手数料の

都市計画課分は２１９万４,１６０円です。備考欄

の主なものは、屋外広告物許可手数料になります。 

 次に、３５ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金、２節都市計画事

業費補助金の都市計画課分は中郷五代線整備の用

地取得及び九州地方整備局への道路築造工事負担

金に係る社会資本整備総合交付金で５,６１０万円

です。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 １６款３項６目土木費委託金、３節都市計画費

委託金は鹿児島県屋外広告物条例等に関する事務

ほか３件に係る権限委譲事務委託金７７万   

７,０００円です。 

 次に、７３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目１節雑入の都市計画課分は１３

万６,０８８円です。備考欄の上から９段目になり

ます、都市計画課に係る地図販売収入のほか、川

内駅西口駐車場に設置している太陽光発電設備に

よる余剰電力料を収納したものです。 

 以上で、議案第１１７号平成２８年度薩摩川内

市一般会計歳入歳出決算の都市計画課分の説明を

終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１１７号の審査を一時中止しま

す。 

 以上で、都市計画課を終わります。 

────────────── 

△区画整理課の審査 

○委員長（福元光一）次は、区画整理課の審査

に入ります。 

 まず、区画整理課関係の決算の概要について、

部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、区画整理課

でございますが、天辰第一地区につきましても終

盤に差しかかってまいりました。三堂川や立山川
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にかかります橋梁の整備や、区画道路の整備を行

ってまいりました。換地処分に向けました確定測

量の準備なども進めているところでございます。 

 第二地区につきましても、事業認可が下りまし

て、河川公管金協定に向けました建物補償調査な

どを実施しております。第二地区が動き出せば、

第一地区との区域境にあります段差解消や浸水不

安地区の解消に向けた作業にも入っていけると見

込んでいるところでございます。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明がご

ざいます。 

────────────── 

△議案第１２４号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市天辰第一地区土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）それでは、議案第１２４

号決算の認定について、平成２８年度薩摩川内市

天辰第一地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第１２４号平

成２８年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理

事業特別会計決算について御説明申し上げます。 

 まず初めに、歳出について御説明申し上げます。

決算書の２８６ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費の支出済額は

３億６,８９５万９,９９７円でございます。平成

２９年度への繰越明許費１億２９１万円は、関係

機関との協議に不測の期間を要したことから、委

託料及び工事費等の年度内完成が見込めないため、

翌年度へ繰り越したものでございます。 

 右側のページの備考欄をごらんください。内容

としましては、土地区画整理評価員及び土地区画

整理審議会委員の報酬、建築士業務嘱託員の報酬、

職員４名分の給与費、委託料１４件、工事請負費

６４件、水道施設移設補償等１５件が主なもので

ございます。 

 次に、２款１項１目公債費元金の支出済額は２

億４,９３４万７,４１８円です。これは、これま

でに借り入れた長期債の償還元金でございます。 

 次に、２款１項２目利子の支出済額は２,６８１

万８,６６７円でございます。これは、これまでに

借り入れた長期債の償還利子でございます。 

 なお、以上説明しました支出執行に当たって、

５０万円以上の予算流用で対応しました状況につ

いて御説明申し上げます。 

 別冊の議会資料５０万円以上の節間流用一覧を

御準備ください。議会資料の６ページをごらんく

ださい。 

 本課における５０万円以上の節間流用は６０番

の１件であります。流用理由は新立山橋の上部工

施工と水道管添架工事等の同時施工に伴う、移転

補償費に不足が生じたため、流用し、執行してお

ります。 

 内容としましては、新立山橋の水道管施設補償

工事について、当初、保留地処分金事業の補償費

により実施する予定でありましたが、新立山橋の

上部工の工事が順調に進み、水道管の移設工事が

可能となる状態になったわけでございます。水道

管施設工事を行うには足場等が必要となるため、

現在上部工架設工事で、足場が設置されており、

撤去する前に移設工事を行うことで、架設費約 

９０万円をおさえることができると判断したとこ

ろでございます。保留地処分金事業につきまして

は、保留地の売却収入がないと、執行できないこ

とから単独一般事業で予算措置している移転補償

費等を振りかえて、移転工事に着手することにし、

現予算で不足する分について、１５節工事請負費

から、同事項２２節補償、補填及び賠償金４９１

万１,０００円を予算流用し、予算執行したもので

ございます。 

 以上で、５０万円以上の節間流用の対応状況に

ついて、説明を終わります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

決算書の２８２ページをお開きください。 

 １款１項１目１節保留地処分収入は、収入済額

２,８０２万９,８５７円でございます。 

 ２款１項１目１節都市計画費負担金ほか収入済

額５１万１,０００円で、新立山橋の水道管、ガス

管の架設による橋梁負担金として収入しています。 

 ３款１項１目１節土地区画整理費補助金は収入

済額７,８９２万６,０００円で、社会資本整備総

合交付金として収入しております。 

 うち、２,３２４万円は活力創出基盤整備の繰越

明許費分であります。補助率は、活力創出基盤整

備交付金が１０分の５.５、市街地整備事業交付金

が１０分の４であります。収入未済額２,８７８万

９,０００円は社会資本整備総合交付金の交付決定
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額のうち、年度内の完成が見込めないため、平成

２９年度へ繰越明許した事業でございます。 

 ４款１項１目１節土地区画整理事業費補助金は

収入済額２５０万２,０００円で、県補助金として

鹿児島県からの収入であります。 

 うち、１４９万４,０００円は繰越明許費分であ

ります。補助率は１０％です。収入未済額１８５

万円は土地区画整理事業費県補助金の交付決定の

うち、年度内完成が見込めないため、平成２９年

度へ繰越明許した事業にかかわるものでございま

す。 

 ５款１項１目１節一般会計繰入金は収入済額４

億７,７６９万５,０００円です。 

 ６款１項１目１節前年度繰越金は収入済額  

４,７５９万１,５９７円で純繰越金及び前年度か

らの繰り越し事業費等に係る財源充当繰越金でご

ざいます。 

 ８款１項１目１節土地区画整理事業債は収入済

額６,３１０万円で、国庫補助事業に係る合併特例

債分６ ,３１０万円、うち繰越明許費分は    

５,１９０万円でございます。 

 次に、２８４ページをお開きください。 

 ９款１項１目１節土木使用料は収入済額３万 

３１０円で、区域内の電柱、電話柱の設置に伴い、

行政財産使用料として収入しております。 

 次に、実質収支に関する調書について御説明申

し上げますので、決算書の２８８ページをお開き

ください。 

 歳入歳出、歳入総額６億９,８３８万６,０００

円に対し、支出総額６億４,５１２万６,０００円

で、歳入歳出差引額は５,３２６万円です。繰越明

許費繰越額にかかわる翌年度へ繰り越すべき財源

が５,１６７万１,０００円で、これを差し引いた

実質収支額は１５８万８,０００円となっておりま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

△議案第１２５号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市天辰第二地区土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１２５号決

算の認定について、平成２８年度薩摩川内市天辰

第二地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第１２５号平

成２８年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理

事業特別会計歳入歳出決算について、御説明申し

上げます。 

 初めに、歳出について御説明申し上げますので、

決算書の２９５ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業の支出済額が 

１,９０３万４,０３４円です。右のページの備考

欄をごらんください。内容としましては、職員１

名分の給与費、委託料１０件、文化財調査に伴う

労災保険料などが主なものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます

ので、前に戻っていただき、２９３ページをお開

きください。 

 ３款１項１目国庫補助金、４款１項１目県補助

金につきましては、関係機関との調整に時間を要

して、事業認可の手続ができないことから、３月

補正にて減額補正を行っております。 

 ５款１項１目１節一般会計繰入金２,０１９万 

７,０００円は一般会計からの繰入金であります。 

 続きまして、実質収支に関する調書について御

説明申し上げます。２９７ページをお開きくださ

い。 

 歳入総額２,０１９万７,０００円に対し、歳出

総額１,９０３万４,０００円で、歳入歳出差引額

は１１６万３,０００円となっております。翌年度

へ繰り越すべき財源がありませんので、実質収支
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額は１１６万２,０００円となります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止し

てありました議案第１１７号を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第１１７号平

成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出予算のう

ち、区画整理課分について御説明申し上げます。 

 初めに、歳出について御説明申し上げますので、

決算書の１６９ページをお開きください。 

 ８款５項３目土地区画整理費のうち、区画整理

課分の支出済額は４億９,８２５万２,２５１円と

なっております。 

 備考欄の区画整理課分の主な支出内容について

御説明いたします。区画整理課として、田麦公園

管理業務委託ほか１件、街づくり区画整理協会会

費ほか２件、天辰第一地区、第二地区土地区画整

理事業特別会計繰出金が主なものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます

ので、２９ページをお開きください。 

 １４款２項６目１節土木手数料の区画整理課分

の収入済額は２万７,５９０円で、主なものは区画

整理に関する諸証明手数料でございます。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 １６款３項６目４節土地区画整理費委託金は収

入済額２万円で、土地区画整理事業区域内の建築

許可にかかわる権限委譲事務委託金であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１１７号の審査を一時中止しま

す。 

 以上で、区画整理課を終わります。 

────────────── 

△入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福元光一）次は、入来区画整理推進

室の審査に入ります。 

 まず、入来区画整理推進室関係の決算の概要に

ついて、部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、入来温泉場

地区土地区画整理推進室の概要について御説明を

いたします。 

 附属書は１４９ページになります。 

 入来温泉場地区につきましては、事業のほうも

終盤となってまいりました。湯之山館の運営を起

爆剤に地域おこしについても積極的になってきた

状況であります。家屋移転補償や区画道路の整備

を実施し、また街区の整備も進めてまいりました。 

 今後、地区外の家屋移転も一部生じることから、

広報の検討などをしながら終盤の整備について地

元としっかり協議をしながら進めていきたいとい

うことにしているところでございます。 

 この後、室長のほうから説明がございます。 

────────────── 

△議案第１２６号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市入来温泉場地区

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）それでは、議案第１２６

号決算の認定について、平成２８年度薩摩川内市

入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計歳入歳

出決算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第 

１２６号平成２８年度薩摩川内市入来温泉場地区

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算について、
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御説明申し上げます。 

 まず、歳出のほうから説明いたしますので、決

算書の３０４ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費におきまして

は、支出済額２億７,３４５万６,４２７円であり

ます。 

 右のページの備考欄をごらんください。内容に

ついて、主なものは、建築士業務嘱託員報酬、職

員給与費３名分、事業計画変更及び実施計画変更

業務委託ほか５件の委託料、２６街区造成工事ほ

か２０件の工事請負費、建物移転補償２３件であ

ります。繰越明許費３１０万円は、年度内完成が

見込めなかったことにより、翌年度へ繰り越した

ものでございます。 

 次に、不用額についてでございます。１５節の

工事請負費に１３８万９,３７８円の不用額が出て

おりますが、これにつきましては事業収入金  

５００万円を工事費へ見込んでおりましたことか

ら、この金額になっておりますが、最終的に事業

収入金は３６２万６,９９９円であり、調定も同額

でございます。翌年度への繰越明許費を２８万円

としておりますことから、実際の不用額としまし

ては、１万６,３７７円となります。この理由とい

たしましては、３月補正を例年１月ごろ作成をい

たします。この時点では、事業収入金が予定どお

り収入できるものとして事業収入金の減額をしな

かったことによるものでございます。 

 次に、２款１項公債費は、長期債償還元金及び

利子であります。支出済額は１億２ ,５８３万  

２,２７０円であります。 

 以上、説明いたしました歳出執行に当たりまし

て、５０万円以上の予算流用で対応いたしました

状況について、説明いたします。 

 別冊の議会資料、５０万円以上の節間流用一覧

表の６ページをごらんください。入来区画分とし

まして、６ページの６１番から次のページの６４

番になります。 

 まず、６１番目は委託料から６０万円、補償費

へ。６２番目は工事請負費から１３２万円、補償

費へ。同じく、６３番目も工事請負費から１６９

万２,０００円補償費へ。次のページの６４番目は

委託料から５４０万円、補償費へ流用をしており

ます。 

 主な内容としましては、６１番、６２番、６４

番につきましては、前年度から建物移転について

事前交渉を行っておりました案件でございます。

市内の企業の老朽化した社宅でございまして、従

業員家族が入居しておられました。建物補償につ

いて、会社の判断、それから入居者の移転先の検

討など、時間を要することが予想されたため、当

初予算に計上しておりませんでしたが、関係者の

協力によりまして、それぞれ協議が整ったことか

ら流用をし、執行をしたものでございます。この

社宅は、かなり老朽化しておりまして、周囲の住

宅が、移転完了していたことから、入居者は台風

等の被害を懸念しておられ、転居を急がれたもの

であります。 

 次に、６３番目につきましては、繰越分であり

まして、これは補償対象者が名古屋に在住の方で、

５月に帰省されるということでございましたので

流用をして、執行をいたしました。この方は名古

屋の大学で教授をされておりまして、８月からは

長期にわたりブラジルのほうへ出張をするとのこ

とでありました。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で

ございます。 

 次に、歳入について説明いたしますので、前に

戻っていただき、決算書の３０２ページをお開き

ください。 

 １款１項１目事業収入は、収入済額３６２万 

６,９９９円であり、これは保留地処分収入金であ

ります。 

 次に、３款１項１目国庫補助金は、収入済額 

２,６７５万８,０００円であり、これは社会資本

整備総合交付金として収入しており、補助率は 

１０分の５.５であります。収入未済額が１４１万

１,０００円ありますが、これは年度内完成が見込

めないため、翌年度へ繰り越した事業にかかわる

ものでございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金の収入済額３億 

５０５万円は、一般会計から繰り入れたものであ

ります。 

 ５款１項１目繰越金の収入済額４ ,４３１万  

２,９３５円は前年度からの繰り越し事業にかかわ

ります繰越金等であります。 

 ６款２項２目雑入の収入済額１万５,０１３円は

嘱託員の雇用保険料個人掛金を収入しております。 

 ７款１項１目土地区画整理事業債は、収入済額
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２,０７０万円であり、国庫補助事業にかかわりま

す合併特例事業債を収入しております。 

 次に、８款の使用料及び手数料の収入済額３万

４,５３０円は当事業区域内におきまして、行政財

産の目的外使用により使用させた電柱等の使用料

と諸証明手数料でございます。 

 次に、実質収支に関する調書について、説明い

たしますので、３０６ページをお開きください。 

 歳入総額４億４９万７,０００円に対しまして、

歳出総額３億９,９２８万９,０００円で、歳入歳

出差引額は１２０万９,０００円となっております。

翌年度へ繰り越すべき財源が５８万９,０００円で

すので、実質収支額は６１万９,０００円でありま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）事業収入の中で、保留地

処分収入が当初５００万見込まれていたのが、 

３６２万６,９９９円に下がった理由というのは。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）この入っ

てこなかった理由につきましては、当初入る予定

だったんですけれども、その個人の方の相続の関

係で、深くはちょっと聞けなかったんですけれど

も、ちょっとあって、この年には購入できなかっ

たということでございました。 

○委員（成川幸太郎）単価が変更になったとか

じゃなくて。売買面積が少なくなったって。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）それはあ

りません、面積は同じでございます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止し

てありました議案第１１７号を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第 

１１７号平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算のうち、入来区画整理推進室分について御

説明申し上げます。 

 決算書の１６９ページをお開きください。 

 ８款５項３目土地区画整理費のうち、入来区画

整理推進室分は右の備考欄をごらんください。支

出済額３億５０５万円であります。これは、入来

温泉場地区土地区画整理事業特別会計への繰出金

であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、入来区画整理推進室を終わります。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建築住宅課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（福元光一）まず、建築住宅課関係決

算の概要について、部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、最後の建築

住宅課になります。 

 決算附属書は１５０ページからになります。 

 建築住宅課におきましては、建築許可申請など

の審査、検査などの指導に努めてまいりました。 

 木造住宅の耐震に係る補助、特定建築物耐震補

強設計にかかわります補助、既存住宅改修環境整

備事業の補助金、また危険廃屋解体撤去補助金な

ど、住宅基準改定に配慮した補助制度を推進して
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まいりました。 

 市営住宅につきましても、指定管理者へ委託を

し、管理を行っておりまして、大きなトラブルも

なく進められてきたところであります。 

 借上型の住宅につきましては、地域振興型と川

北地区の借上型市営住宅で建築を進めてまいった

ところでありまして、既に川北地区の借上型市営

住宅につきましては、入居が開始されております。

既存の公営住宅につきましても、計画に基づきま

して改修工事を継続的に実施をしているところで

ございます。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明がご

ざいますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○委員長（福元光一）引き続き、当局の補足説

明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第１１７号平

成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算の建

築住宅課分について、御説明いたします。 

 まず、歳出について説明させていただきます。

歳入歳出決算書の１５９ページをお開きください。 

 ８款１項２目建築指導費は建築確認申請の審査

事務や完了検査事務にかかわる経費、木造住宅耐

震診断や既存住宅改修環境整備事業、危険廃屋等

解体撤去促進事業の補助金の交付に関する経費で、

支出済額が９,６２４万４,２０４円です。 

 備考欄で、主な事業を説明いたします。特定建

築物耐震補強設計補助金は、耐震診断が義務づけ

られた民間建築物の耐震化に係る補強計画設計を

作成するのに必要な経費の一部を補助するもので、

全て前年度からの繰り越しによるものでございま

す。 

 また、既存住宅改修環境整備事業補助金は市内

の施工業者を活用して、居住している住宅の改修

工事を行うものに対して補助金を交付する事業で、

４００件に補助金を交付しました。 

 また、市内の施工業者を利用し、危険廃屋等を

解体撤去する者に対して補助金を交付する危険廃

屋等解体撤去促進事業補助金は本土地区で６３件、

甑島地区が６件で、合計６９件を交付いたしまし

た。 

 不用額について説明をいたします。１９節負担

金補助及び交付金の不用額は、危険廃屋等解体撤

去促進事業補助金の執行残が主なものでございま

す。予算を全く執行しなかったものは、８節報償

費で、これは危険廃屋等選定委員会の出会謝金で

すが、選定委員会にかける物件がありませんでし

たので執行しておりません。また、２３節償還金

利子及び割引料は、建築確認申請手数料等の過誤

納金払戻金ですが、発生しておりませんので執行

しておりません。 

 続きまして、繰越明許費についてです。１３節

委託料の耐震改修促進計画業務委託料で、これは

上位計画であります鹿児島県耐震改修促進計画が

作成中であったため、整合性を図るため、翌年度

に繰り越したものでございます。また、１９節負

担金補助及び交付金は耐震改修促進事業補助金で、

耐震診断が義務づけられた民間建築物の耐震化に

係る耐震補強工事に必要な費用の一部を補助する

もので、当該物件の補強計画と関係機関との調整

に期間を要したことにより、繰り越したものでご

ざいます。 

 続きまして、１７１ページをお開きください。 

 ８款６項１目住宅管理費は、市営住宅の居住環

境改善のために維持管理に要する費用でございま

す。支出済額は４億６,２８３万７,７４７円です。 

 備考欄で主な内容を説明いたします。９４名の

市営住宅管理人の報酬、２１名の職員給与費、 

１１６件の市営住宅の修繕料、２１３件の市営住

宅の畳、ふすまの張りかえ等の修繕料。 

 １７３ページをお願いします。 

 川内地域及び本土４地域の市営住宅の指定管理

料ほか１５件の委託料、宮里城住宅３号棟ガス管

改修工事ほか６２件の工事請負費、雇用促進住宅

の川内宿舎及び入来宿舎の購入費、これは８年年

賦で購入するものでございます。 

 公営住宅ストック総合改善事業費は、公営住宅

の長寿命化を図るため、国の交付金を受けて、公

営住宅の大規模な改修を進める事業で、その内訳

は宮里城住宅４号棟共用部分改善工事設計業務委

託ほか２件の委託料、宮里城住宅１号棟共用部分

改善工事ほか４件の工事請負費が主なものでござ

います。 

 不用額について、説明いたします。１７１ペー

ジに戻っていただきまして、１１節需用費の不用

額は畳、ふすま張りかえ修繕料の執行残が主なも

のでございます。また、１３節委託料の不用額は

市営住宅の明け渡し訴訟及び強制退去執行を２件

予定しておりましたけれども、最終的に分納誓約
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の履行及び自主退去により不要となったものでご

ざいます。 

 予算を全く執行しなかったものは、次の１７３

ページになりますけれども、２３節償還金利子及

び割引料は、これは過年度分において住宅使用料

の還付金が発生した場合、払い戻す予算でありま

すけれども、対象者、該当者がなかったため、執

行をしておりません。 

 ２９年度の繰越明許費ですけれども、１５節工

事請負費、宮里城住宅４号棟共用部分改善工事ほ

か２工事のストック総合改善事業ですけれども、

国費の追加補正により発注したため、年度内完成

が見込めず繰り越したものでございます。また、

１９節負担金補助及び交付金は川北地区借上型市

営住宅整備事業で、これは事業者の決定後、住宅

建設に係る各種手続に時間を要し、また敷地面積

の増加に伴い変更が生じ、補助額の確定に時間を

要したことにより、年度内完成が見込めなくなっ

たため、繰り越したものでございます。 

 ８款６項３目危険住宅移転促進費は、がけ地に

近接する危険住宅の移転に補助金を交付する事業

で、支出済額が５,５００円です。 

 内訳は、県住宅政策室と補助金等の打ち合わせ

を行うための旅費になります。繰越明許費は平成

２８年度に移転を予定しておりました１件につき

まして、移転先の宅地造成が、以前、田んぼであ

りまして、その湧水処理に不足の日数を要したこ

とや、建築にかかわる職人不足により日数を要し

たことにより、年度内完成が見込めなくなったも

のでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。

２１ページをお開きください。 

 建築住宅課の歳入は１４款１項６目土木使用料、

２節住宅使用料は収入済額が４億６ ,８９８万  

９,８１２円、収入未済額が８,２９４万８,１７１

円です。備考欄で主なものを説明いたします。市

営住宅の使用料の現年分と滞納分になります。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 １４款２項６目土木手数料、１節土木手数料の

うち、建築住宅課分は収入未済はありません。 

 備考欄でその主なものは、建築確認申請の審査

や完了検査の手数料になります。同じく２節督促

手数料は、市営住宅使用料と住宅資金貸付金の督

促手数料で、収入済額が２６万２００円、収入未

済額は３万７,２００円です。 

 ３５ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金、４節住宅費補助

金は収入済額が２,６６９万円、収入未済額が  

５,０５９万７,０００円です。備考欄で主なもの

を説明いたします。市営住宅の家賃と近傍同種家

賃、民間家賃になりますけれども、その差額部分

を補助する公的賃貸住宅家賃対策調整補助金で、

補助率はその差額に対して５０％になります。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 耐震改修促進事業補助金は、民間建築物の耐震

化に係る補強計画の設計を作成するために必要な

費用の一部を補助するものが、主なものです。平

成２７年度からの繰り越し分になります。補助率

は５０％になります。また、既存の市営住宅の大

規模改修工事に充当するストック総合改善事業補

助金で、補助率は補助対象工事に対して５０％で

す。 

 収入未済額の主なものは、３５ページに戻って

いただきまして、これは歳出の建築指導費、住宅

管理費の繰越明許費で説明をさせてもらいました

とおり、民間建築物の耐震補強工事ストック総合

改善事業費、川北地区借上型市営住宅整備事業に

おいて、年度内完成が見込めなくなったため、繰

り越したものでございます。 

 ４５ページをお開きください。 

 下の方です、１６款２項６目土木費補助金、１

節住宅費補助金、県支出金になりますけれども、

収入済額が１９７万８,０００円、収入未済額は 

４２４万７,０００円です。備考欄で主なものを説

明いたします。建築物耐震化促進事業補助金は民

間建築物の耐震化に係る補強計画の設計を作成す

るために必要な費用の一部を県が補助するもので、

全て２７年度からの繰り越し分です。補助率は４

分の１になります。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 住宅新築資金貸付金の回収事務に対する住宅新

築資金等貸付助成補助金で、補助率は回収事業費

に対して４分の３になります。 

 収入未済額の主なものは４５ページに戻ってい

ただきまして、国庫支出金と同様、県支出金も民

間建築物の耐震補強工事及びがけ地近接地等危険

住宅移転事業において、年度内完成が見込めなく

なったため、繰り越したものでございます。 
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 ５１ページをお願いいたします。 

 １６款３項６目土木費委託金、２節住宅費委託

金は収入未済はありません。主なものは県からの

権限委譲による事務委託金でございます。 

 ５３ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸

付収入のうち、建築住宅課分は備考欄の中ほどで

すけれども、自動販売機設置の貸地料になります。 

 ６１ページをお開きください。 

 ２１款３項１目貸付金元利収入、６節住宅資金

貸付金元利収入は収入済額が６７０万２,５２５円、

収入未済額が１億３,０４７万２８６円です。内訳

は現年分の住宅資金貸付金元利収入と、同滞納分

になります。 

 ７３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入のうち、建築住

宅課分の主なものは備考欄の中ほど、市営住宅退

去時に畳、ふすまの修繕費として、退去者から徴

収する市営住宅退去時畳等補修費実費徴収金の現

年分と滞納分になります。また、市営・県営住宅

が同じ敷地に立地する合併団地において、共用す

る施設の維持管理を市で行い、県が負担する市営

住宅維持管理（県）負担金でございます。 

 続きまして、財産に関する調書３７３ページを

お願いいたします。 

 公営住宅の欄、土地の増、３１８.３０平方メー

トルと木造建物の増、７６.３４平方メートルは湯

田町にあります教職員住宅を教育委員会から市営

住宅への所管がえによる増分でございます。湯田

内門一般住宅になります。 

 また、非木造の建物の減、３２６.７５平方メー

トルは入来町浦之名にあります小路住宅２棟５戸

と、中郷町にあります中郷住宅１棟３戸を解体し

たことによる減でございます。 

 また、木造建物の０.３５平方メートルの減と非

木造建物の０.５８平方メートルの増は資産公開用

の固定資産台帳、財産活用推進課が所有をしてお

りますけれども、その台帳とこの財産に関する調

書との差異がございましたので、それを修正した

ものでございます。 

 債権につきまして、３７９ページをお開きくだ

さい。 

 建築住宅課分は４段目の住宅新築資金等貸付金

で、２８年度中の増減は５６３万９,３５７円の減

となりました。その結果、年度末の現在高は１億

１,９４６万９,４５０円となります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）決算委員会ですので、長

年、建水におりますと、やはりこの２２ページの

収入未済額８,０００数百万円という額があります。

宮里委員からも以前、るる出ておりますけれども、

やはり収納課とのタイアップ、あるいはそういう

未収される方の追い方といいますか、そういうも

のの経過を少しお話しいただけませんか、今の段

階での。 

○建築住宅課長（福島和朗）２２ページは住宅

使用料、あとは住宅資金貸付金のほうもございま

すけれども、現在、嘱託員を１名入っていただき

まして、職員が１名と２名で行っております。各

滞納者につきましては、文書を出したり、臨戸訪

問をしたり、行っておるんですけれども、少しず

つは入れていただいておりますけれども、なかな

かこういう形で収入未済が出ているというような

状況でございます。全体的には、年に２回、副市

長を中心に、住宅資金に限らずほかの部署の方々

も、こういう徴収事務に関しましては、意見交換

をさせていただきながら、収納課のお知恵もいろ

いろ借りながらは取り組んでいるところでござい

ます。 

○委員（大田黒 博）毎回同じような答弁です

よね。だから、累積というのはすごくあるんだろ

うなと思いながら、払わないでいい感覚が生じて

いるような気もせんでもないんです。だから、ど

ういう形でのそこにメスを入れるかというのが一

番の問題なんでしょうけれども、何か策を持って

いかなければならない中で、嘱託員１名、職員１

名の中でのちょっと建築住宅課の対応、あるいは

収納課とのそのタイアップ等をいま一度検証して

いただき、再度何かの形の対応をとらなきゃいけ

ないのかなと思っているんですが、その辺の対応

策等は含めて検討されているんでしょうか。 

○課長代理（江口盛幸）一番古いのが昭和６０

年から現在まで、この金額になっております。現

在、古いものについても整理しながらやっている

んですが、なかなかもういらっしゃらない、死亡
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されたというのも、そのまま現在残っております

ので、今後はその方の分の整理をどうするかとい

うことで、収納課もお願いしまして、その整理、

不納欠損なりその辺の方向性も持ちながら、研究

をしているところでございます。 

 また、新しい分につきましては、特に現年度分

がたまりますと、過年度分の支払いが滞るという

状況でございますので、現在のところは現年度分

を中心に徴収を強化しながら過年度分の、古い分

にもメスを入れて、徴収を行っている状況でござ

います。 

○委員（川添公貴）最後の審査の部署ですので、

１７時まであと２時間ありますから、ゆっくりと

答弁していただきたいと。 

 この住宅使用料については順序を追って質問し

ていきたいと思うんですが、今、大田黒委員のほ

うで言われた部分はちょっと考慮しながら質問し

ます。 

 まず、現年度分が幾らあるのか、過年度分が幾

らあるのかですね。それが１点、いいですか。 

 で、それを踏まえて、今、大田黒委員のほうの

質問によって、徴収嘱託員の方が１名と正職員の

方と２名体制で、この滞納分を回収されていると

おっしゃったんですが、それで間違いないかどう

かですね、これが１点。 

 それから、指定管理者に委託をしているんです

が、指定管理者にお願いしているんで、今後の対

応策として、徴収事務まで指定管理者がやるとい

う提携ができないものかどうか。というのは、指

定管理者がすることによって、運営利益が上がっ

ていますよね。入ってこないお金は市が持つわけ

なんで、法律上どういう問題があるのかなという

のは、ちょっとまだ調べていないんで、今、考え

ている、そこにあわせて徴収事務まで委託ができ

ないかどうかということが１点です。 

 それから、先ほど、現年発生分に対してだけや

っていかれるということだったんで、徴収をです

ね。到底二人じゃ、８,０００万円を取ることは無

理ですね。もう明らかに無理だと。内訳をどう出

されるかわからないですけれども、多分、半分半

分ぐらいかなと思うんで、無理です。で、徴収体

制をもっと強化していくべきだろうと思いますね。

そこをどう考えていらっしゃるのかというのが１

点。 

 最後です、今の大田黒委員の質問の中で、昭和

６０年代からの累積の中で、死亡された分等がま

だ残っているとおっしゃったんですよね。で、時

効が５年なんで、多分時効の延長を一応かけてこ

られてたと思うんですよね。そうすると、その死

亡に対して、今、不納欠損で行かれるような話を

されたんですが、もし相続人がいれば、相続人に

請求ができることは御存じですよね。これが、死

亡を知ったときから３カ月以内に相続放棄をしな

い限りは払う義務がありますから、そこに裁判手

続をすれば請求書を送れますよね。その手続の前

に市役所から支払い依頼書、負債確認書という形

で送ればですね、正式に送れますんで、それをも

ってして、裁判所に持っていけば、昔は支払い命

令書だったんですけど、今は督促状という形でや

れますんで。簡単ですよ、これ、３００円ぐらい

で済むんで、これ。で、その方法も考えていらっ

しゃると思うんですが、そこら辺も教えていただ

きたい。 

 ちょっと多く話をしたんですけど、金額が金額

なんで、教えていただきたいと思います。 

○建築住宅課長（福島和朗）今、５点御質問を

いただきましたけれども、１番目と５番目は、ち

ょっと課長代理、主幹のほうにお願いしたいと思

いまして、２番目の、現在の２名体制というとこ

ろですけれども、住宅使用料徴収のほうは先ほど

言いましたとおり、課長代理と嘱託員の方にお願

いをして徴収をしております。それと、住宅資金

貸付金というのもございますけれども、それにつ

きましては、主幹兼グループ長が通常事務と兼務

しながらやっているという、そんな体制。人数的

には３名なんですけれども、全てそれにかかって

いるというわけじゃございませんので、ほかのこ

とをしながら、嘱託員の方は全て、もうこれに集

中ですけれども、そういう体制でやっております。 

 それと３番目の指定管理者への徴収事務を委託

ということは考えていないかということでござい

ますけれども、現在のところは御存じのように徴

収事務については委託をしておりません。これに

つきましては、法的なところがハードルがちょっ

と高くて、当初、徴収事務まではやらないという

ことで、指定管理にいたしております。入退去の

関係であったり、維持補修の関係につきましては、

現在行っているんですけど、この徴収事務に関し
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てだけは、やっていないというのが現状でござい

ます。そこにつきましては、後で追ってちょっと

また主幹のほうがわかれば、ちょっとその辺の法

的なところをちょっと説明をしたいと思います。 

 それと、４つ目ですけれども、現年分と過年度

分の２名体制の強化についてということでござい

ますけれども、これにつきましては全庁的なとこ

ろの人事のほうもありますので、なかなかあれな

んですけれども、現在はそういうところで今の体

制でやっておるんですけれども。今、こういう状

況でやっているというのが現状でございます。 

 １番の現年度分・過年度分に関しましては課長

代理のほうから答弁させてください。 

○課長代理（江口盛幸）では、御説明申し上げ

ます。 

 平成２７年度以前の未納額、人員が２３８名で

７,８００万１,８８３円でございます。平成２８

年度の分の未納額が７１名で、４９４万６,２８８

円となっております。 

 先ほど、現年度分をと言いましたけれども、過

年度分の分納誓約をいただきながら、分納してい

ただくように臨戸しながら、徴収しております。

現年度分だけをやっているということではござい

ませんので、ちょっとその辺が説明不足でござい

ました。よろしくお願いします。 

 それと、不納欠損の関係の御質問でございまし

たけれども、一応、不納欠損につきましては、住

宅もそれなりの主管があるわけですけれども、今

のところ、その不納欠損というのは実施いたして

おりません。そういう、一応、まだ今のところ、

それをやる方向ではしているんですが、現在のと

ころは実施していないという状況でございます。 

○委員（川添公貴）後半の部分から。不納欠損

をやっていないって、不納欠損をやる考えですっ

ておっしゃったので、不納欠損の手続をとる前に

やるべきことがあるんじゃないですかという質問

だったんですよ。 

 それはいいとして、多分その方向でやっていら

っしゃると思うんで。過年度分が、７,８００万円

とおっしゃったですね。人間の心情として、絶対

払わないです。で、分割納付の承諾を得られたと

いうことで、基礎金額が幾らなのかというのはち

ょっとわからないんですけど、例えば５万円の分

割納付で。 

 何でここまでしつこく言うかと、私ごとで申し

わけないんですけど、過去、時効の延長を図るた

めに、２年間、１年か、毎月１,０００円もらいに

行きました、１,０００円。負債額、何百万円とあ

る中で、１,０００円。それは時効の延長をかける

ためだけ。で、結局もらえない。で、その時効の

延長をかけるためにやられるという手段はいいん

ですけど、逆にもうこれは済んだことですから、

これからどんどん減らしていかなきゃいけないん

で、これ、また検討していただきたい事項を一つ

だけ。 

 まず、徴収に行かない工面をする、働かない。

悪い意味じゃないですよ。もう行って、面談をし

て徴収に行かない。そのためには、あらゆる法的

手段をとる。さっき言いましたように、死亡され

た方には相続人に対して請求をかける。それから、

支払い命令じゃないけど、督促状、裁判所ですね。

これ、何百円かで済みます。この根拠は、未納通

知の、出しますよね、未納通知書、払ってくださ

いって。それを持ち込めばすぐ、裁判所は書いて

くれます。大概の人はこれに驚いて払います。 

 で、その事務を、多分、夜方出かけていかれて、

コンコンってして、おくれていますよと、どうで

すかとか。今月はそれなら１,０００円くれるのか

２,０００円くれるのかという交渉だと思うんです

よ、もともと。じゃなくて、その手間があるんだ

ったら、その手間５回のうち、２回ぐらいにして、

３回は法的手続をする、全て。物すごく楽です、

これ。だから、それをぜひ検討していただいて、

この７,８００万円なりのところをある程度整理を

していかないと、職員の方はたまってくるやつを

どんどん処理するだけであっぷあっぷになってき

ますよね。だから、元をある程度減らす工面をし

てやらないと、仕事的にもやっぱり少しは楽しな

がらやっていったほうがいいのかなと思いますん

で。行くなということじゃないんですよ、その法

的手段をとることによって、仕事量が何と言うん

ですか、若干軽くなるのではと思いますんでね。

これは、されるかされないかは別にして、さっき

の指定管理者の件もそうです、いかにして楽をす

るかということ。その嘱託の方、それから職員の

方の負担軽減をするためにも。 

 もう最後にしますけど、徴収に行くというのは

物すごく苦痛なんですよ、あれ。物すごく、苦痛。



 

－42－ 

 

払ってくださいって行くのは。だから、そこを減

らすためにも、ぜひ、もうあれなんで、検討をお

願いを。答弁があれば、答弁もしていただきたい

んですが、この場では難しいと思うんで、今後の

研究課題にしていただきたいと切に願っておりま

す。 

○委員長（福元光一）ただいまの川添委員の意

見というか言われたことを参考にして、また１２

月議会ぐらいではどういう対策をとったと、一歩

でも二歩でも委員の方に説明してもらったら。ま

た一歩があれば、二歩、三歩って進んでいきます

ので、どうか努力をして、部長を筆頭にやってみ

てください。 

○委員（成川幸太郎）関連したようなことなん

ですけれども、先ほど川添委員からもね、答弁か

らも出ました、住宅資金の貸付金の元利収入とい

うのは１億３,７００万円予算化されていて、  

６７０万円しか入っていないというのは、なぜこ

んなことが起こるんですか。 

○建築住宅課長（福島和朗）この住宅資金貸付

金でございますけれども、ほとんどがその過年度

分と言いますか、これまでずっとたまってきたや

つがほとんどでございまして。貸付事業自体はも

うなくなって、終わっておるんですけれども、貸

し付けて、２５年でしたっけ、２５年間で返済を

していくんですけれども、期間はまだ残っておる

んですけど、ほとんどはその過年度分でございま

して。なかなか徴収が、収入済額のほうが６７０

万円ぐらいということで、ほとんど徴収ができな

いというようなこととでですね。しかし、コンタ

クトは取っておりまして、地域が決まっておりま

すので、そこにいろいろ相談をしていただく方が

ございまして、その方と共同で、一緒になってい

ろいろ相談をしたり、分納してもらったり、少し

ずつできているところもあるんですけれども、な

かなか相対的にはちょっと厳しいというようなこ

とで、こういう数字になっております。 

○委員長（福元光一）先ほど大田黒委員からも

あったんですけど、同じような答弁を毎回聞くと

いうことですので、今回は先ほど言いましたよう

に、形としてあらわれてくる、どういうことを今

始めましたというものをやってもらえたら、答弁

も短くて済むと思いますから、よろしくお願いし

ます。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、議案第１１７号決算の認定について、

平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算の

うち、本委員会付託分について、質疑が全て終了

しましたので、これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

 以上で、建築住宅課を終わります。 

      ────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（福元光一）以上で、日程の全てを終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては、委員長に一任いただきたいと思いますが、

そのように取り扱うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（福元光一）以上で、建設水道委員会

を閉会いたします。 
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